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● 開催日時
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大阪市北区茶屋町19番19号
ホテル阪急インターナショナル	4階「紫苑の間」
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「事業報告」中のグラフをはじめご参考として記載している内容
は、株主のみなさまに当社グループをよりよく理解していただく
ために、法律に定めのあるものに加えて記載しています。

新型コロナウイルス感染拡大防止に関わる対応について
　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、株主のみなさまにお
かれましては、以下につきご理解、ご協力くださいますよう、何
卒宜しくお願い申しあげます。
○�可能な限り、株主総会当日のご来場はお控えいただき、書面
（議決権行使書）または電磁的方法（インターネット等）によ
る事前の議決権行使をお願い申しあげます。

○�お土産のご用意は取りやめさせていただきます。
○�株主総会当日は、会場や運営面におきまして感染拡大防止策を
実施させていただきます。

○�ご来場の株主様は、株主総会当日までの感染拡大状況や当日の
ご自身の体調を十分お確かめのうえ、マスクの着用・手指の消毒・
検温など感染拡大防止にご配慮・ご協力をお願い申しあげます。
○�新型コロナウイルス感染拡大の状況次第では、やむなく会場や
開始時刻が変更となる場合があります。その場合は、インター
ネット上の当社ウェブサイト（�https://www.daikin.co.jp/
investor/�）に掲載いたします。
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株 主 各 位

第119期定時株主総会招集ご通知
拝啓�株主のみなさまには格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。
さて、当社第119期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、本総会につきましては適切な対策を実施したうえで開
催させていただきます。
株主のみなさまにおかれましては、可能な限り、株主総会当日のご来場はお控えいただき、書面

（議決権行使書）または電磁的方法（インターネット等）による事前の議決権行使をお願い申し	
あげます。
お手数ながら後記の「株主総会参考書類」（５頁から19頁まで）をご参照のうえ、次頁の「5.議

決権の行使についてのご案内」に従って	2022年６月28日（火曜日）午後５時30分まで	に議決権
を行使していただきますようお願い申しあげます。

証券コード　6367
2022年６月３日

取 締 役 社 長 十 河 政 則

大阪市北区中崎西二丁目４番12号�梅田センタービル

敬　具

記
1. 日　　時：2022年６月29日（水曜日）午前10時（受付開始　午前９時）
2. 場　　所：大阪市北区茶屋町19番19号　ホテル阪急インターナショナル	４階「紫苑の間」
3. 目的事項：

1.�第119期（2021年４月１日から2022年３月31日まで）事業報告、
� 連結計算書類および計算書類の内容報告の件
2.�第119期（2021年４月１日から2022年３月31日まで）会計監査人および
� 監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

報告事項

第1号議案��剰余金処分の件
第2号議案��定款一部変更の件
第3号議案��取締役11名選任の件
第4号議案��補欠監査役1名選任の件

決議事項

1
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※�当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあ
げます。

※�次の事項につきましては、法令ならびに当社定款第15条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイ
トに掲載しておりますので、本招集ご通知には記載しておりません。したがって、本招集ご通知の添付書類は、
監査報告を作成するに際し、監査役および会計監査人が監査をした対象の一部であります。

� 　①連結計算書類の連結注記表
� 　②計算書類の個別注記表
※�株主総会参考書類ならびに事業報告、連結計算書類および計算書類に修正が生じました場合は、インターネッ
ト上の当社ウェブサイトに修正後の内容を掲載させていただきます。

※�当社ウェブサイト　https://www.daikin.co.jp/investor/

4. 招集にあたっての決定事項

5. 議決権の行使についてのご案内

議決権を複数回行使された場合の取扱い
①��書面により議決権を複数回行使された場合は、最後に到着したものを有効な議決権の行使と
して取り扱います。

②��電磁的方法により議決権を複数回行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権の
行使として取り扱います。

③��電磁的方法と書面の両方で議決権を重複行使された場合は、電磁的方法による議決権の行使
を有効な議決権の行使として取り扱います。

	書面（議決権行使書）により議決権を行使されます場合
同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、
2022年６月28日（火曜日）午後５時30分までに到着するようご返送ください。
	電磁的方法（インターネット等）により議決権を行使されます場合
　パソコンまたはスマートフォンから当社の議決権行使サイト（�https://evote.tr.mufg.jp/�）
にアクセスしていただき、同封の議決権行使書用紙に記載しております「ログインＩＤ」およ
び「仮パスワード」をご利用のうえ、画面の案内に従って賛否をご入力ください。
　また、お手持ちのスマートフォンにて議決権行使書用紙に記載された「ログイン用ＱＲコー
ド」を読み取りいただくことにより、「ログインＩＤ」および「仮パスワード」が入力不要のス
マートフォン用議決権行使ウェブサイトから議決権をご行使いただけます。

【行使期限】2022年６月28日（火曜日）午後５時30分まで
　なお、お手続きに際し、後記の「電磁的方法による議決権の行使について」（３頁から４頁
まで）を必ずご確認いただきますようお願い申しあげます。

以　上
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電磁的方法による議決権の行使について

インターネットによる議決権行使は、パソコンまたはスマートフォンから議決権行使サイトにアクセスいただき、画面の案内
に従って行使していただきますようお願いいたします。

スマートフォンの場合　QRコードを読み取る方法

行使期限 2022年6月28日（火曜日） 午後５時30分受付分まで

議決権行使書
〇〇〇〇株式会社 御中
株主総会日
〇年〇月〇日

議決権の数
〇〇〇〇個

〇〇〇〇株
〇〇〇〇個

ログインＩＤ
仮パスワード

1.
2.

3.

2回目以降のログインの際は…
QRコードでのログインができない
場合は…
右頁の記載のご案内に従ってログ
インしてください。

「ログイン用QRコード」はこちら

「ログイン用QRコード」を読み取りいただくことで、
「ログインID」および「仮パスワード」が入力不要でログインいただけます。

議決権行使書副票（右側）

画面の案内に従って
行使完了です

お手持ちのスマートフォンにて、
同封の議決権行使書副票（右側）
に記載の「ログイン用QRコード」
を読み取る。

●❶ QRコードを読み取る
議案賛否方法の選択画面が表
示されるので、議決権行使方法
を選ぶ。

●❷ 議決権行使方法を選ぶ
画面の案内に従って各議案の賛
否を選択する。

❸ 各議案の賛否を選択

管理信託銀行等の名義株主様（常任代理人様を含みます｡）については、株式会社東京証券取引所等により設立された株式会社ＩＣＪが運
営する機関投資家様向け議決権電子行使プラットフォームの利用を事前に申し込まれた場合には、当社株主総会における電磁的方法に
よる議決権行使の方法として、上記インターネットによる議決権行使以外に、当該プラットフォームをご利用いただくことができます。

機関投資家様向け議決権電子行使プラットフォームによる議決権行使

下記方法での議決権行使は
1回に限ります。!

見本

※QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

見本
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ログインID・仮パスワードを入力する方法

「次の画面へ」をクリック

「ログイン」をクリック
「送信」をクリック

●❶ 議決権行使サイトに 
アクセスする

❷ お手元の議決権行使書�
副票（右側）に記載された�

「ログインID」および 
「仮パスワード」を入力

❸「新しいパスワード」と 
「新しいパスワード（確認用）」	
の両方に入力

（1）�インターネットによる議決権行使は、パソコンまたはスマートフォ
ンから、当社の指定する議決権行使サイト（�https://evote.
tr.mufg.jp/�）にアクセスしていただくことによってのみ実施可
能です。（ただし、毎日午前２時から午前５時までは取り扱いを休
止します。）

（2）�パソコンまたはスマートフォンによる議決権行使は、インターネッ
ト接続にファイアーウォール等を使用されている場合、アンチウ
イルスソフトを設定されている場合、proxyサーバーをご利用の
場合、TLS暗号化通信を指定されていない場合等、株主様のイン
ターネット利用環境によっては、ご利用できない場合もございま
す。

（3）�インターネットによる議決権行使は、2022年6月28日（火曜日）
の午後5時30分まで受け付けいたしますが、お早めに行使してい
ただき、ご不明な点等がございましたら右記ヘルプデスクへお問
い合わせください。

（4）�議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インター
ネット接続料金等）は、株主様のご負担となります。

1. 議決権行使サイトについて
（1）�株主様以外の第三者による不正アクセス（“なりすまし”）や議決

権行使内容の改ざんを防止するため、ご利用の株主様には、議
決権行使サイト上で「仮パスワード」の変更をお願いすることにな
りますのでご了承ください。

（2）�株主総会の招集の都度、新しい「ログインID」および「仮パスワー
ド」をご通知いたします。

2. インターネットによる議決権行使方法について

ヘルプデスク（三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部）
0120-173-027

（通話料無料／受付時間�9:00～21:00）

システム等に関するお問い合わせ

以降は、画面の案内に従って
賛否をご入力ください

議決権行使サイト
https://evote.tr.mufg.jp/

ご利用上の留意点
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議案および参考事項

第１号議案 剰余金処分の件
当社は、株主のみなさまへの還元につきましては、連結純資産配当率、連結配当性向、連結業績、財務

状況、資金需要等を総合的に勘案し、安定的に実施しております。
第119期の期末配当金につきましては、当期の連結業績が増益となりましたことから、前期に比べ１株

につき30円増配し、以下のとおりとさせていただきたいと存じます。
なお、年間の配当金は、中間配当金を含め、１株につき40円増配の200円となります。

期末配当金に関する事項
（1）株主に対する配当財産の割当に関する事項およびその額

当社普通株式�……………………… １株につき金�110�円
総　　　　額�………………… 32,195,797,150 円

（2）剰余金の配当が効力を生じる日
2022年６月30日

株主総会参考書類

5
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第２号議案 定款一部変更の件
1．変更の理由
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定が
2022年９月１日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社
定款を変更するものであります。
（1）�変更案第15条第１項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨

を定めるものであります。
（2）�変更案第15条第２項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定す

るための規定を設けるものであります。
（3）�株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第15条）は不要となる

ため、これを削除するものであります。
（4）上記の新設・削除にともない、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。

２．変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。

（下線は変更箇所）
現 行 定 款 変 更 案

（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし
提供）
第15条　�当会社は、株主総会の招集に際し、株主総

会参考書類、事業報告、計算書類および連
結計算書類に記載または表示すべき事項に
係る情報を、法務省令に定めるところに従
いインターネットを利用する方法で開示す
ることにより、株主に対して提供したもの
とみなすことができる。

（削　除）
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現 行 定 款 変 更 案

（新　設）

（新　設）

（電子提供措置等）
第15条　�当会社は、株主総会の招集に際し、株主総

会参考書類等の内容である情報について、
電子提供措置をとるものとする。
②�当会社は、電子提供措置をとる事項のうち
法務省令で定めるものの全部または一部に
ついて、議決権の基準日までに書面交付請
求した株主に対して交付する書面に記載し
ないことができる。

附　則
第１条　�定款第15条の変更は、会社法の一部を改正

する法律（令和元年法律第70号）附則第１条
ただし書きに規定する改正規定の施行の日で
ある2022年９月１日（以下「施行日」という）
から効力を生ずるものとする。

第２条　�前条の規定にかかわらず、施行日から６か月
以内の日を株主総会の日とする株主総会につ
いては、定款第15条（株主総会参考書類等の
インターネット開示とみなし提供）はなお効
力を有する。

第３条　�本附則は、施行日から６か月を経過した日ま
たは前条の株主総会の日から３か月を経過し
た日のいずれか遅い日後にこれを削除する。

7

010_0352601102206.indd   7010_0352601102206.indd   7 2022/05/20   15:31:082022/05/20   15:31:08



第３号議案 取締役11名選任の件
現在の取締役全員（11名）は本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、社外取締役

４名を含む取締役11名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。

（注）�当社は、当社取締役を被保険者として、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者がその職務の執行に関し責任を
負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じることのある損害を当該保険により填補することとしております。すべ
ての取締役候補者は、取締役に選任された場合、当該役員等賠償責任保険契約の被保険者となる予定です。なお、当該契約は2022年７月に更
新予定です。

候補者
番号 氏　名 当社における現在の地位

および担当等
1 再任 井

い の

上
う え

礼
の り

之
ゆ き 取締役会長兼

グローバルグループ代表執行役員

2 再任 十
と

河
が わ

政
ま さ

則
の り 代表取締役社長兼CEO

内部統制委員会委員長
人事諮問委員会委員、報酬諮問委員会委員

3 再任 社外取締役候補者
独立役員候補者 川

か わ

田
だ

達
た つ

男
お 取締役

人事諮問委員会委員長、報酬諮問委員会委員長

4 再任 社外取締役候補者
独立役員候補者 牧

ま き

野
の

明
あ き

次
じ 取締役

人事諮問委員会委員、報酬諮問委員会委員

5 再任 社外取締役候補者
独立役員候補者 鳥

と り

井
い

信
し ん

吾
ご 取締役

人事諮問委員会委員、報酬諮問委員会委員

6 再任 社外取締役候補者
独立役員候補者 女性 新

あ ら

居
い

勇
ゆ う

子
こ 取締役

人事諮問委員会委員、報酬諮問委員会委員

7 再任 田
た

谷
や

野
の

　 　 　 憲
け ん 代表取締役兼副社長執行役員

国内空調事業、中国地域代表担当
大金（中国）投資有限公司董事長

8 再任 三
み

中
な か

政
ま さ

次
つ ぐ 取締役兼副社長執行役員

欧州・中近東・アフリカ地域代表担当
ダイキン�ヨーロッパ�エヌ�ブイ取締役会長

9 再任 松
ま つ

崎
ざ き

　 隆
たかし 取締役兼副社長執行役員

アプライド・ソリューション事業、北米R&D、アプライド開発センター、
ダイキンオープンイノベーションラボ・シリコンバレー担当

10 再任 峯
み ね

野
の

義
よ し

博
ひ ろ 取締役兼副社長執行役員

グローバル戦略本部、フィルタ事業、研修担当
ダイキン�コンフォート�テクノロジーズ�ノースアメリカ�インク取締役

11 再任 K
カ ン ワ ル

anwal J
ジ ー ト

eet J
ジ ャ ワ

awa
取締役兼常務専任役員
グローバル戦略本部　空調インド・東アフリカ地域支配人
ダイキン�エアコンディショニング�インディア�プライベート�
リミテッド取締役社長兼CEO

・・
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●�略歴
1957年� 3月 当社入社
1979年� 2月 当社取締役
1985年� 2月 当社常務取締役
1989年� 6月 当社専務取締役
1994年� 6月 当社代表取締役社長

1995年� 5月 当社代表取締役会長兼社長
1996年� 6月 当社代表取締役社長
2002年� 6月 当社代表取締役会長兼CEO
2014年� 6月 当社取締役会長兼

グローバルグループ代表執行役員（現職）

井
い の

上
う え

 礼
の り

之
ゆ き

（1935年３月17日生）1. 所有する当社株式の数　67,700株再任

（注）�井上礼之氏の兼務先に対して、当社は次のとおりに寄付ならびに協賛を行っております。
� ・公益財団法人ダイキン工業現代美術振興財団への寄付
� ・公益財団法人関西フィルハーモニー管弦楽団への協賛金の提供
� ・大阪防衛協会への寄付

取締役候補者とした理由： 井上礼之氏は、代表取締役社長、代表取締役会長、CEOを歴任するなど、長年にわたって当社の経営を担
い、先見性ある経営力でグローバルな事業拡大と企業価値の向上に多くの成果をあげてまいりました。そ
の豊富な経験と実績は今後の持続的な企業価値向上の実現のために必要であり、当社取締役として適切な
人材と判断したことから、引き続き取締役候補者といたしました。

● 重要な兼職の状況
・公益財団法人ダイキン工業現代美術振興財団理事長
・公益財団法人関西フィルハーモニー管弦楽団理事長

●�略歴
1973年� 4月 当社入社
2002年� 6月 当社取締役
2004年� 6月 当社取締役兼常務執行役員
2006年� 7月 当社人事諮問委員会委員（現職）、

報酬諮問委員会委員（現職）

2007年� 6月 当社取締役兼専務執行役員
2011年� 6月 当社代表取締役社長兼COO
2014年� 6月 当社代表取締役社長兼CEO（現職）
2016年� 7月 当社内部統制委員会委員長（現職）

（注）�十河政則氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

十
と

河
が わ

 政
ま さ

則
の り

（1949年１月11日生）2. 所有する当社株式の数　10,300株再任

取締役候補者とした理由：�十河政則氏は、2011年６月から代表取締役社長兼COOとして、また2014年６月からは代表取締役社長兼
CEOとして強いリーダーシップを発揮し、戦略経営計画の遂行とグループの成長に貢献してまいりました。そ
の豊富な経験と実績は今後の持続的な企業価値向上の実現のために必要であり、当社取締役として適切な人材
と判断したことから、引き続き取締役候補者といたしました。

● 当社における地位および担当
・取締役会長兼グローバルグループ代表執行役員

● 当社における地位および担当
・代表取締役社長兼CEO
・内部統制委員会委員長、人事諮問委員会委員、報酬諮問委員会委員

9
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●�略歴
1962年� 3月 福井精練加工株式会社〔現セーレン株

式会社〕入社
1981年� 8月 同社取締役
1985年� 8月 同社常務取締役
1987年� 8月 同社代表取締役社長
2003年� 6月 同社代表取締役社長兼最高執行責任者
2005年10月 同社代表取締役社長兼最高経営責任者

兼最高執行責任者
2011年� 6月 同社代表取締役会長兼社長兼最高経営

責任者兼最高執行責任者

2014年� 6月 同社代表取締役会長兼最高経営責任者
（現職）

2016年� 6月 当社取締役（現職）
2016年� 7月 当社人事諮問委員会委員、

報酬諮問委員会委員
2021年� 7月 当社人事諮問委員会委員長（現職）、

報酬諮問委員会委員長（現職）

川
か わ

田
だ

 達
た つ

男
お

（1940年１月27日生）3. 所有する当社株式の数　0株
社外取締役候補者
独立役員候補者

再任

（注）�１．�川田達男氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
� ２．�川田達男氏が代表取締役を務めるセーレン株式会社と当社との間には、取引関係はありません。
� ３．� �川田達男氏は社外取締役の候補者であり、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。同氏の再任をご承認いただいた場合、引

き続き同氏を独立役員とする予定であります。
� ４．�川田達男氏の社外取締役の在任期間は、本総会終結の時をもって６年であります。
� ５．� �当社は、川田達男氏との間で会社法第427条第１項および当社定款の規定に基づく責任限定契約を締結しており、当該契約に基づく賠償

責任限度額は同法第425条第１項に定める最低責任限度額であります。同氏の再任をご承認いただいた場合、当社は同氏との間の上記契
約を継続する予定であります。

：�川田達男氏は、セーレン株式会社において代表取締役を務められるなど、企業経営者としての豊かな経験と高い
見識を有しております。それらをいかし、2016年からは当社社外取締役として、独立した立場から当社経営を
適切に監督いただくとともに、経営方針・経営戦略などに対して有意義な助言をいただいております。また、人
事諮問委員会・報酬諮問委員会の委員長として、役員人事および役員報酬に関わる透明性・客観性および公平性
の確保にも尽力いただいております。今後も、社外取締役としての職務を適切かつ十分に遂行いただくとともに、
ビジネスモデルの転換やイノベーション創出などに関わる観点を含めた広範かつ高度な視野から積極的に提言い
ただくことで、当社の企業価値向上に貢献いただくことが期待できるものと考え、引き続き社外取締役候補者と
いたしました。

取締役会への出席状況：当期中に開催された取締役会15回中14回出席（93.3％）

社 外 取 締 役 候 補 者
と し た 理 由 お よ び
期待される役割の概要

● 重要な兼職の状況
・セーレン株式会社代表取締役会長兼最高経営責任者
・北陸電力株式会社社外取締役

● 当社における地位および担当
・取締役
・人事諮問委員会委員長、報酬諮問委員会委員長
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社外取締役候補者
独立役員候補者

再任

● 重要な兼職の状況
・岩谷産業株式会社代表取締役会長兼CEO
・岩谷瓦斯株式会社取締役会長
・セントラル石油瓦斯株式会社代表取締役会長

（注）�１．�牧野明次氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
� ２．� �牧野明次氏が代表取締役を務める岩谷産業株式会社と当社との間には、製品販売および原材料調達などの取引関係がありますが、直近事

業年度における取引額の割合は、当社および同社の連結売上高の１％未満であります。
� ３．� �牧野明次氏は社外取締役の候補者であり、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。同氏の再任をご承認いただいた場合、引

き続き同氏を独立役員とする予定であります。
� ４．�牧野明次氏の社外取締役の在任期間は、本総会終結の時をもって６年であります。
� ５．� �当社は、牧野明次氏との間で会社法第427条第１項および当社定款の規定に基づく責任限定契約を締結しており、当該契約に基づく賠償

責任限度額は同法第425条第１項に定める最低責任限度額であります。同氏の再任をご承認いただいた場合、当社は同氏との間の上記契
約を継続する予定であります。

：�牧野明次氏は、岩谷産業株式会社において代表取締役を務められるなど、企業経営者としての豊かな経験と高い
見識を有しております。それらをいかし、2016年からは当社社外取締役として、独立した立場から当社経営を適
切に監督いただくとともに、経営方針・経営戦略などに対して有意義な助言をいただいております。また、人事
諮問委員会・報酬諮問委員会のメンバーとして、役員人事および役員報酬に関わる透明性・客観性および公平性
の確保にも尽力いただいております。今後も、社外取締役としての職務を適切かつ十分に遂行いただくとともに、
エネルギーや環境分野、サービスビジネスに関わる観点を含めた広範かつ高度な視野から積極的に提言いただく
ことで、当社の企業価値向上に貢献いただくことが期待できるものと考え、引き続き社外取締役候補者といたし
ました。

取締役会への出席状況：当期中に開催された取締役会15回中14回出席（93.3％）

社 外 取 締 役 候 補 者
と し た 理 由 お よ び
期待される役割の概要

●�略歴
1965年� 3月 岩谷産業株式会社入社
1988年� 6月 同社取締役
1990年� 6月 同社常務取締役
1994年� 6月 同社専務取締役
1998年� 6月 同社取締役副社長
2000年� 4月 同社代表取締役社長
2004年� 6月 同社代表取締役社長執行役員

2012年� 6月 同社代表取締役会長兼CEO執行役員
2016年� 6月 当社取締役（現職）
2016年� 7月 当社人事諮問委員会委員（現職）、

報酬諮問委員会委員（現職）
2019年� 4月 岩谷産業株式会社代表取締役会長

兼CEO（現職）

牧
ま き

野
の

 明
あ き

次
じ

（1941年９月14日生）4. 所有する当社株式の数　2,000株

● 当社における地位および担当
・取締役
・人事諮問委員会委員、報酬諮問委員会委員
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●�略歴
1980年� 4月 伊藤忠商事株式会社入社
1983年� 6月 サントリー株式会社〔現サントリー

ホールディングス株式会社〕入社
1992年� 3月 同社取締役
1999年� 3月 同社常務取締役
2001年� 3月 同社代表取締役専務

2003年� 3月 同社代表取締役副社長
2014年10月 同社代表取締役副会長（現職）
2020年� 6月 当社取締役（現職）
2020年� 7月 当社人事諮問委員会委員（現職）、

報酬諮問委員会委員（現職）

（注）�１．�鳥井信吾氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
� ２．�鳥井信吾氏が代表取締役を務めるサントリーホールディングス株式会社と当社との間には、取引関係はありません。
� ３．� �鳥井信吾氏は社外取締役の候補者であり、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。同氏の再任をご承認いただいた場合、引

き続き同氏を独立役員とする予定であります。
� ４．� �鳥井信吾氏の社外取締役の在任期間は、本総会終結の時をもって２年であります。
� ５．� �当社は、鳥井信吾氏との間で会社法第427条第１項および当社定款の規定に基づく責任限定契約を締結しており、当該契約に基づく賠償

責任限度額は同法第425条第１項に定める最低責任限度額であります。同氏の再任をご承認いただいた場合、当社は同氏との間の上記契
約を継続する予定であります。

：�鳥井信吾氏は、サントリーホールディングス株式会社において代表取締役を務められるなど、企業経営者として
の豊かな経験と高い見識を有しております。それらをいかし、2020年からは当社社外取締役として、独立した立
場から当社経営を適切に監督いただくとともに、経営方針・経営戦略などに対して有意義な助言をいただいてお
ります。また、人事諮問委員会・報酬諮問委員会のメンバーとして、役員人事および役員報酬に関わる透明性・
客観性および公平性の確保にも尽力いただいております。今後も、社外取締役としての職務を適切かつ十分に遂
行いただくとともに、顧客ニーズを先取りする企業経営やESG活動を通じた企業価値向上などの観点を含めた広
範かつ高度な視野から積極的に提言いただくことで、当社の企業価値向上に貢献いただくことが期待できるもの
と考え、引き続き社外取締役候補者といたしました。

取締役会への出席状況：当期中に開催された取締役会15回中14回出席（93.3％）

社 外 取 締 役 候 補 者
と し た 理 由 お よ び
期待される役割の概要

鳥
と り

井
い

 信
し ん

吾
ご

（1953年１月18日生）5. 所有する当社株式の数　1,000株
社外取締役候補者
独立役員候補者

● 重要な兼職の状況
・サントリーホールディングス株式会社代表取締役副会長
・象印マホービン株式会社社外取締役
・大阪商工会議所会頭

再任

● 当社における地位および担当
・取締役
・人事諮問委員会委員、報酬諮問委員会委員
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社外取締役候補者
独立役員候補者

●�略歴
1979年� 4月 全日本空輸株式会社入社
2014年� 4月 同社執行役員
2016年� 4月 同社上席執行役員、

ANAセールス株式会社［現ANAあきん
ど株式会社］取締役副社長

2021年� 4月 ＡＮＡあきんど株式会社取締役副社長

2021年� 6月 当社取締役（現職）
2021年� 7月 当社人事諮問委員会委員（現職）、

報酬諮問委員会委員（現職）
2022年� 4月 ＡＮＡあきんど株式会社顧問（現職）

新
あ ら

居
い

 勇
ゆ う

子
こ

（1961年１月27日生）6. 所有する当社株式の数　0株

（注）�１．�新居勇子氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
� ２．� �新居勇子氏が顧問を務めるANAあきんど株式会社と当社との間には、取引関係はありません。
� ３．� �新居勇子氏は社外取締役の候補者であり、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。同氏の再任をご承認いただいた場合、引き

続き同氏を独立役員とする予定であります。
� ４．� �新居勇子氏の社外取締役の在任期間は、本総会終結の時をもって１年であります。
� ５．� �当社は、新居勇子氏との間で会社法第427条第１項および当社定款の規定に基づく責任限定契約を締結しており、当該契約に基づく賠償

責任限度額は同法第425条第１項に定める最低責任限度額であります。同氏の再任をご承認いただいた場合、当社は同氏との間の上記契
約を継続する予定であります。

：�新居勇子氏は、全日本空輸株式会社において上席執行役員を務められるなど、企業経営者としての豊かな経験と
高い見識を有しております。それらをいかし、2021年からは当社社外取締役として、独立した立場から当社経
営を適切に監督いただくとともに、経営方針・経営戦略などに対して有意義な助言をいただいております。また、
人事諮問委員会・報酬諮問委員会のメンバーとして、役員人事および役員報酬に関わる透明性・客観性および公
平性の確保にも尽力いただいております。今後も、社外取締役としての職務を適切かつ十分に遂行いただくとと
もに、顧客視点に立脚した企業経営や女性社員の一層の活躍推進などの観点を含めた広範かつ高度な視野から積
極的に提言いただくことで、当社の企業価値向上に貢献いただくことが期待できるものと考え、引き続き社外取
締役候補者といたしました。

取締役会への出席状況：当期中（2021年６月29日就任以降）に開催された取締役会12回中12回出席（100％）

社 外 取 締 役 候 補 者
と し た 理 由 お よ び
期待される役割の概要

● 重要な兼職の状況
・ANAあきんど株式会社顧問
・愛知製鋼株式会社社外取締役

女性
再任

● 当社における地位および担当
・取締役
・人事諮問委員会委員、報酬諮問委員会委員
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田
た

谷
や

野
の

 憲
け ん

（1947年１月12日生） 所有する当社株式の数　5,300株

●�略歴
2011年� 6月 当社取締役兼副社長執行役員
2013年� 6月 当社国内空調事業担当（現職）
2014年� 6月 当社代表取締役兼副社長執行役員（現職）
2014年12月 大金フッ素化学（中国）有限公司董事

長

7. 再任

1970年� 4月 当社入社
2000年� 6月 当社専任役員
2002年� 6月 当社常務専任役員
2004年� 6月 当社専務執行役員、

中国地域代表担当（現職）、
空調グローバルコミッティメンバー

2009年� 5月 大金（中国）投資有限公司董事長（現職）、
同社総経理

（注）田谷野憲氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

取締役候補者とした理由：�田谷野憲氏は、長年にわたって中国における空調事業に携わり、その事業拡大に大きく貢献してまいりました。
2011年６月からは取締役兼副社長執行役員、2014年６月からは代表取締役兼副社長執行役員を務め、現在は
中国域内の当社事業全般および日本国内の空調事業を担当しております。その豊富な経験と実績は今後の持続
的な企業価値向上の実現のために必要であり、当社取締役として適切な人材と判断したことから、引き続き取
締役候補者といたしました。

● 重要な兼職の状況
・大金（中国）投資有限公司董事長

● 当社における地位および担当
・代表取締役兼副社長執行役員
・国内空調事業、中国地域代表担当

（注）三中政次氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

● 重要な兼職の状況
・ダイキン�ヨーロッパ�エヌ�ブイ取締役会長

取締役候補者とした理由：�三中政次氏は、長年にわたって欧州地域における空調事業に携わり、その事業拡大に大きく貢献してまいりま
した。2011年６月からは取締役兼副社長執行役員を務め、現在は欧州・中近東・アフリカ地域の当社事業全般
を担当しております。その豊富な経験と実績は今後の持続的な企業価値向上の実現のために必要であり、当社
取締役として適切な人材と判断したことから、引き続き取締役候補者といたしました。

所有する当社株式の数　8,100株三
み

中
な か

 政
ま さ

次
つ ぐ

（1953年７月９日生）8.
●�略歴
1983年10月 当社入社
2005年� 7月 ダイキン�ヨーロッパ�エヌ�ブイ取締役

社長
2007年� 6月 当社専任役員、空調グローバルコミッ

ティメンバー
2008年� 6月 当社執行役員
2010年� 6月 当社常務執行役員

2011年� 6月 当社取締役兼副社長執行役員（現職）、
欧州・中近東・アフリカ空調地域代表
担当

2018年� 6月 当社欧州・中近東・アフリカ空調地域
代表（東アフリカ除く）担当

2021年� 6月 当社欧州・中近東・アフリカ地域代表
担当（現職）、ダイキン�ヨーロッパ�エヌ�
ブイ取締役会長（現職）

再任

● 当社における地位および担当
・取締役兼副社長執行役員
・欧州・中近東・アフリカ地域代表担当
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松
ま つ

崎
ざ き

 隆
たかし

（1958年12月23日生）9. 所有する当社株式の数　8,000株再任

●�略歴
1982年� 4月 当社入社
2004年� 6月 当社執行役員
2008年� 6月 当社取締役兼常務執行役員
2010年� 6月 当社常務執行役員
2012年� 6月 当社取締役兼専務執行役員
2015年� 6月 当社北米R&D（アプライド・ソリューシ

ョン、低温、フィルタ・集塵含む）担当
2017年� 6月 当社北米R&D担当（現職）、アプライド

開発センター担当（現職）、シリコンバ
レー・テクノロジーオフィス所長

2018年� 6月 当社専務執行役員、アプライド・ソリ
ューション事業担当（現職）、ダイキン
オープンイノベーションラボ・シリコン
バレー担当（現職）

2019年� 6月 当社副社長執行役員（現職）
2020年� 6月 当社取締役（現職）

取締役候補者とした理由：�松崎隆氏は、長年にわたって空調事業に携わり、とくにR&Dの観点から、その事業拡大に大きく貢献してまい
りました。2019年６月からは副社長執行役員、2020年６月からは取締役兼副社長執行役員を務め、現在は北
米地域のR&Dとともにアプライド・ソリューション事業を担当しております。その豊富な経験と実績は今後の
持続的な企業価値向上の実現のために必要であり、当社取締役として適切な人材と判断したことから、引き続
き取締役候補者といたしました。

（注）松崎隆氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

● 当社における地位および担当
・取締役兼副社長執行役員
・�アプライド・ソリューション事業、北米R&D、アプライド開発センター、ダイキンオープンイノベーションラボ・
シリコンバレー担当
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峯
み ね

野
の

 義
よ し

博
ひ ろ

（1953年５月14日生）10. 所有する当社株式の数　6,500株

●�略歴

再任

1978年� 9月 当社入社
2010年� 5月 当社グローバル戦略本部長
2012年� 6月 当社執行役員
2016年� 6月 当社常務執行役員、グッドマン�グローバ

ル�グループ�インク［現ダイキン�コンフォー
ト�テクノロジーズ�ノースアメリカ�インク］
取締役（現職）

2019年� 6月 当社専務執行役員、
フィルタ事業担当（現職）、
研修担当（現職）

2021年� 6月 当社取締役兼副社長執行役員（現職）、
グローバル戦略本部担当（現職）

取締役候補者とした理由：�峯野義博氏は、長年にわたって海外空調事業に携わり、その事業拡大に大きく貢献してまいりました。2019年
６月からは専務執行役員、2021年６月からは取締役兼副社長執行役員を務め、現在はアジア・オセアニア地域
の空調事業およびフィルタ事業を担当しております。その豊富な経験と実績は今後の持続的な企業価値向上の
実現のために必要であり、当社取締役として適切な人材と判断したことから、引き続き取締役候補者といたし
ました。

（注）峯野義博氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

● 当社における地位および担当
・取締役兼副社長執行役員
・�グローバル戦略本部、フィルタ事業、研修担当

（注）カンワル・ジート・ジャワ氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

● 重要な兼職の状況
・ダイキン�エアコンディショニング�インディア�プライベート�リミテッド取締役社長兼CEO

取締役候補者とした理由：�カンワル・ジート・ジャワ氏は、長年にわたってインドにおける空調事業に携わり、その事業拡大に大きく貢
献してまいりました。2018年６月からは取締役兼専任役員、2019年６月からは取締役兼常務専任役員を務め、
現在はインドおよび東アフリカ地域の空調事業を担当しております。その豊富な経験と実績は今後の持続的な
企業価値向上の実現のために必要であり、当社取締役として適切な人材と判断したことから、引き続き取締役
候補者といたしました。

● 当社における地位および担当
・取締役兼常務専任役員
・グローバル戦略本部　空調インド・東アフリカ地域支配人

●�略歴
1997年 キヤリア社アジア太平洋地域担当取締役
2001年 ボルタス社地域（北部、東部担当）副

社長
2005年 同社上席副社長
2006年 ユニフレア・インディア社取締役社長
2010年� 5月 ダイキン�エアコンディショニング�

インディア�プライベート�リミテッド
取締役副社長兼COO

2010年� 9月 同社取締役社長兼COO
2017年� 7月 同社取締役社長兼CEO（現職）
2018年� 6月 当社取締役兼専任役員、

グローバル戦略本部
空調インド･�東アフリカ地域支配人（現職）

2019年� 6月 当社取締役兼常務専任役員（現職）

K
カ ン ワ ル

anwal J
ジ ー ト

eet J
ジ ャ ワ

awa（1959年11月10日生）11. 所有する当社株式の数　0株
・ ・

再任
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■��当社では、意思決定と実行のスピードアップに有効との判断から、取締役が、スピーディーで戦略的な
意思決定と健全で適切な監督・指導により経営全般に対し連帯して責任を果たす経営責任と、迅速な実
行による業務執行責任の両面を担う「一体型運営」により、経営の高度化をはかっています。取締役は、
意思決定・業務執行・監督指導を「一体的」に運営することで、自ら決めたことを自ら実行、完遂する
責任を持ちます。

　��あわせて、複数の社外取締役を配置し、独立した立場から業務執行状況をモニタリングし、意思決定に際
しては適切に監督・助言することで、透明性・健全性の観点から「一体型運営」を支える責任を担います。

■��取締役の選任にあたっては、事業のグローバル化や業容の拡大、ダイバーシティ経営の実践の観点か
ら、国籍・性別・経歴など多様な背景を持っていることを重視しています。

　��また、取締役に求める能力として、例えば、「人材の可能性を引き出し、組織を動かして実行力を高め
るリーダーシップ力」、「戦略を具現化するスピーディーな実行力」、「現場の情報の波打ち際に身を置き、
世の中の半歩先んじる先見性、洞察力」、「答えのない問いに解を導き出す胆力・決断力」、「企業のよき
理念や価値観を伝承し発展させる力」など、企業経営に必要な資質も重要であると考えています。

　��以上の選任方針に則って取締役を選任しており、また社外取締役については上場企業の取締役など実務
経験者であることを求めています。

■��当社グループの企業価値のさらなる向上をめざし、グローバル事業のさらなる拡大や「FUSION25（フ
ュージョン・トゥエンティファイブ）」で掲げる重点戦略の完遂に向けて、豊かな経験と高い知見を持
つ企業経営者を配置した取締役会において、コーポレートガバナンスの一層の強化をはかります。

　��当社の取締役候補者11名は、いずれも企業経営者としての豊かな経験と高い知見を有しており、かつ、
これまでの担当分野において多大な成果を創出しており、各々の有する特性は当社グループの企業価値
のさらなる向上に必要なスキルと認識しています。

　� 社内取締役候補者７名は、業務執行を兼務し、グローバル事業のさらなる拡大や、環境戦略やソリュー
ション事業などの推進実行を担い、その完遂に注力するためのスキルを有しております。

　��社外取締役候補者４名は、独立性・中立性を持った外部の視点から、意思決定への参画および経営の監
督を狙いとして選任しており、かつ、現在のメンバーは、それぞれの出身企業での豊かな経験と担当分野
での高い知見を背景として、当社グループの重点戦略を完遂するために必要なスキルを有しております。

　��また、販売や生産、財務・会計、法務、デジタルトランスフォーメーション（DX）の推進など経営の
基盤である機能について、それぞれを担当する執行役員を配置し、業務執行に専念させるとともに、各
役員が議題に応じて取締役会に同席することで、取締役会の意思決定・監督の実効性も担保しています。

　��第３号議案が原案どおり可決されますと、当社の取締役会は次頁に記載の経験・知見を持ったメンバー
により構成されることとなります。

＜ご参考＞【当社の取締役のスキルセット　～各取締役が有する経験・知見～】
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候補者
番号 氏　名 各取締役が有する経験・知見と期待される役割

1 井
いの

上
うえ

礼
のり

之
ゆき 長年にわたり当社の経営を担い、先見性ある経営判断力と多様性をいかしたグループ

マネジメント力により、グローバルでの事業拡大と企業価値向上に多大なる成果を創
出。今後も新たな時代を見据えた経営モデルの構築を推進する。

2 十
と

河
がわ

政
まさ

則
のり 代表取締役社長兼CEOとして戦略経営計画の遂行とグループの成長に尽力。引き続き

「FUSION25」の完遂をめざすとともに、強いリーダーシップを発揮し、変化の激し
い環境下においても柔軟かつ迅速に施策を展開して、さらなる事業拡大をはかる。

3 川
かわ

田
だ

達
たつ

男
お セーレン株式会社での企業経営者としての豊かな経験と高い見識をいかし、特にビジ

ネスモデルの転換やイノベーションの創出などの観点を軸に、社外取締役として広範
かつ高度な視点から当社経営に対して助言・監督を行う。

4 牧
まき

野
の

明
あき

次
じ 岩谷産業株式会社での企業経営者としての豊かな経験と高い見識をいかし、特にエネ

ルギーや環境分野、サービスビジネスなどの観点を軸に、社外取締役として広範かつ
高度な視点から当社経営に対して助言・監督を行う。

5 鳥
とり

井
い

信
しん

吾
ご サントリーホールディングス株式会社での企業経営者としての豊かな経験と高い見識

をいかし、特に顧客ニーズの先取りやSDGs・ESGに関わる企業活動などの観点を軸
に、社外取締役として広範かつ高度な視点から当社経営に対して助言・監督を行う。

6 新
あら

居
い

勇
ゆう

子
こ ANAグループでの企業経営者としての豊かな経験と高い見識をいかし、特に顧客視

点に立脚した企業経営・事業展開や女性社員の活躍推進などの観点を軸に、社外取締
役として広範かつ高度な視点から当社経営に対して助言・監督を行う。

7 田
た

谷
や

野
の

　　　憲
けん

長年にわたり中国空調事業を担い、事業拡大に大きく貢献。現在は中国域内の当社事
業全般および日本の空調事業に加え、グループ全体の営業力・販売力強化を担当。中
国の急速な市場変化への対応力や現地人材をいかした経営力をいかし、さらなる事業
拡大をはかる。

8 三
み

中
なか

� 政
まさ

次
つぐ 長年にわたり欧州地域の空調事業を担い、事業拡大に大きく貢献。現在は欧州・中近

東・アフリカ地域の当社事業全般を担当。欧州で先行する環境問題への対応力や現地
の多様な人材を束ねる経営力をいかし、さらなる事業拡大をはかる。

9 松
まつ

崎
ざき

　 隆
たかし 長年にわたり空調事業に携わり、特にR&D・商品開発の面から事業拡大に大きく貢

献。現在は北米地域のR&Dとアプライド・ソリューション事業を担当。空調機器にと
どまらない先進技術の開発と新たな事業の創出をはかる。

10 峯
みね

野
の

義
よし

博
ひろ

長年にわたり海外空調、特にアジア・オセアニア事業に携わり、事業拡大に大きく貢
献。現在はインドを含むアジア・オセアニア地域の空調事業およびフィルタ事業を担
当。豊富な海外経験と新分野での事業創出力をいかし、さらなる事業拡大とともに、
グローバルにおける営業力・販売力の強化をはかる。

11 K
カ ン ワ ル

anwal�J
ジ ー ト

eet�J
ジ ャ ワ

awa
長年にわたりインドにおける空調事業を担い、事業拡大に大きく貢献。現在はインド
および東アフリカ地域の空調事業を担当。空調事業での多くの経験と新興地域での事
業開発力をいかし、さらなる事業拡大をはかる。

・ ・
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第４号議案 補欠監査役１名選任の件
会社法第329条第３項の規定に基づき、同法第335条第３項に定める社外監査役の員数を欠くこととな

る場合に備えて、あらかじめ補欠の社外監査役１名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
補欠の社外監査役候補者は、次のとおりであります。

小
お

野
の

 一
い ち

郎
ろ う

（1949年４月３日生） 所有する当社株式の数		　3,000株

●�略歴および地位
1978年� 4月 弁護士登録（現職）
1990年� 4月 肥後橋法律事務所所長
2003年� 4月 大阪弁護士会副会長
2009年� 4月 大阪家庭裁判所調停委員

2012年� 7月 大阪市情報公開審査会会長
2020年� 7月 弁護士法人肥後橋法律事務所代表社員

（現職）

（注）１．� �小野一郎氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
� ２．� �小野一郎氏が代表社員を務める弁護士法人肥後橋法律事務所と当社との間には、取引関係はありません。
� ３．� �小野一郎氏は補欠の社外監査役の候補者であります。同氏が監査役に就任した場合、当社は東京証券取引所に独立役員として届け出る予

定であります。
� ４．� �小野一郎氏が監査役に就任した場合、当社は同氏との間で会社法第427条第１項および当社定款の規定に基づく責任限定契約を締結する

予定であり、当該契約に基づく賠償責任限度額は同法第425条第１項に定める最低責任限度額であります。
� ５．� �当社は、当社監査役を被保険者として、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者がその職務の執行に関し責

任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じることのある損害を当該保険により填補することとしておりま
す。小野一郎氏が監査役に就任した場合、当該役員等賠償責任保険契約の被保険者となる予定です。

補欠監査役候補者

● 重要な兼職の状況
・弁護士法人肥後橋法律事務所代表社員

補欠の社外監査役候補者とした理由 ：��小野一郎氏は、長年にわたり企業法務の実務に携わるなど、弁護士としての豊かな経験と高い見識
を有しております。それらを経営全般の監視と一層の適正な監査の実現にいかすため、補欠の社外監
査役候補者といたしました。

� � �同氏は、直接企業経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により、社外監査役としての職
務を適切に遂行いただけるものと判断いたします。

以　上
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１．企業集団の現況に関する事項
（1）企業集団の事業の経過および成果

当期の世界経済は、各国でワクチン接種の拡大により経済活動の再開が進みましたが、新型コロナウイ
ルスの感染再拡大、物流網の混乱、エネルギー価格をはじめとした物価上昇などにより、成長は緩やかな
ものに留まりました。米国経済は、感染の再拡大やインフレ圧力の高まりがあったものの、経済政策によ
る押上げ効果で景気は底堅く推移しました。欧州経済は、ワクチン普及にともなう経済活動の回復による
家計需要が急回復していましたが、秋以降は感染再拡大や物価上昇により、需要拡大のペースが減速しま
した。アジア・新興国経済は、感染動向と活動制限措置により経済が左右され、国によってばらつきも見
られましたが、総じて緩やかな回復に留まりました。中国経済は、前半は輸出の増加や政府の新型インフ
ラ投資により持ち直しがあったものの、後半は感染が再拡大し、政府の厳しい活動制限が個人消費を下押
しし、景気は減速しました。わが国経済は、感染拡大によるサービス消費の低迷や、供給制約を受けた生
産減少により、経済成長が停滞しました。
このような事業環境のもと、当社グループは環境変化に柔軟かつスピーディーに対応し、身軽で強靭な

経営体質をベースとして、変化に対して先手を打つ「攻め」と「挑戦」の姿勢で収益力の向上に努めました。
具体的には、需要変動に対応した柔軟な生産・供給体制の構築、新たなニーズを捉えた新商品の拡販によ
るシェアの向上、原材料市況高騰を踏まえた銅からアルミへの材料置換をはじめとしたトータルコストダ
ウンの推進、市場・顧客にその価値を認めていただける差別化商品の投入による販売価格政策の推進、固
定費の削減や物流の効率化など取り組みました。
また、2025年度を目標年度とする戦略経営計画「FUSION25（フュージョン･トゥエンティファイブ）」

を策定し、成長戦略３テーマ「カーボンニュートラルへの挑戦」「顧客とつながるソリューション事業の
推進」「空気価値の創造」をはじめとした重点９テーマの施策展開に取り組みました。
当期の業績については、売上高は３兆1,091億６百万円（前期比24.7％増）となりました。利益面では、

営業利益は3,163億50百万円（前期比32.6％増）、経常利益は3,274億96百万円（前期比36.3％増）、親
会社株主に帰属する当期純利益は2,177億９百万円（前期比39.3％増）となりました。

売上高 3兆1,091億6百万円
前期比	24.7%増

営業利益 3,163億50百万円
前期比	32.6%増

3,274億96百万円
前期比	36.3%増経常利益

2,177億9百万円
前期比	39.3%増

親会社株主に帰属する
当期純利益

〈添付書類〉事業報告（2021年４月１日から2022年３月31日まで）
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（2）部門別の概況

第118期 第119期

2,273,821
2,828,499

24.4%増

第118期 第119期

223,110
282，404

26.6%増

売上高 （百万円） 営業利益 （百万円）

売上高
構成比

空調・冷凍機事業
91.0%

空調・冷凍機事業セグメント合計の売上高は、前期比24.4％増の２兆8,284億99百万円となりました。
営業利益は、前期比26.6％増の2,824億４百万円となりました。
国内業務用空調機器の業界需要は、新型コロナウイルスによる影響は依然として続くものの、前期の大

幅な落ち込みに比べると回復が見られ、前期を上回りました。当社グループは、空調業界の施工技術者不
足の課題に応え、工事の簡素化と工事品質の安定化に対応した「VRV」や「スカイエア」シリーズの新商
品を発売するなど、商品力の強化を進めました。また、全熱交換器『ベンティエール』や『業務用ストリー
マ空気清浄機』など、当社グループの持つ換気・除菌機器と空調機器を組み合わせることで、顧客の抱え
る空気の課題に沿った環境改善提案を行いました。これら商品ラインナップの強化と提案の幅を広げたこ
とにより、業務用空調機器の売上高は前期を上回りました。
国内住宅用空調機器の業界需要は、巣ごもり需要が一巡し、夏季の長雨や冷夏の影響による落ち込みが

見られ、前期を下回りました。当社グループは、無給水加湿や給気・排気換気など独自の機能を搭載する
ルームエアコン『うるさらX（エックス）』の新モデル販売、細部までデザインにこだわったルームエアコ
ン『risora（リソラ）』のモデルチェンジなど、商品力の強化を進めました。また、堅調な需要が続く空気
清浄機では、当社グループ独自の空気清浄技術「ストリーマ」と、ウイルスや菌の抑制効果の高い波長の
「深紫外線（UVC）LED」を搭載した『UVストリーマ空気清浄機』を新たに発売するなど商品ラインナッ
プを強化しました。これらの取り組みにより、住宅用空調機器の売上高は前期を上回りました。
米州では、前期は新型コロナウイルス感染拡大による影響や工場が一部停止したことで、供給力に影響

①�空調・冷凍機事業

事業別
売上高構成比

空調･冷凍機事業
91.0%

2兆8,284億99百万円

化学事業
6.8%
2,124億24百万円

その他事業
2.2%
681億82百万円
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が出た期間がありましたが、当期は北米全体の労働者不足や部品供給の問題がある中でも供給力の向上に
努めた結果、生産・販売ともに着実に伸ばしました。住宅用空調機器については、販売の増加によりシェ
アが向上し、また、買収による販売網強化や価格政策の着実な実行に努めた結果、売上高は前期を大きく
上回りました。大型ビル（アプライド）空調分野は、新型コロナウイルスの影響により停滞していた市場
の回復を背景に、アプライド機器の拡販に取り組むとともに、サービス事業の拡大や前期末および当期に
買収した会社が販売の増加に寄与し、売上高は前期を上回りました。
中国では、下期に入り景気は減速傾向となりましたが、年間では個人消費は堅調に推移しました。当社

グループは、住宅システム商品、空気・換気商品、環境訴求商品などのラインナップを強化するととも
に、これまでの強みである当社グループ独自の専売店「プロショップ」による販売に加え、オンラインを
活用した販売を強化し、売上高は前期を大きく上回りました。利益面では、原材料価格の高騰や半導体不
足の影響を受けましたが、高付加価値商品の拡販、コストダウン・固定費削減に取り組み、高水準を維持
しました。住宅用市場では、従来の店舗での販売とオンラインを組み合わせた販売活動を推進し、新規顧
客の探索や更新需要の獲得に注力しました。また、カーボンニュートラル政策の推進にともない、ヒート
ポンプ式温水暖房機器などをあわせたシステム提案を強化し、住宅用マルチエアコンを大きく拡販しまし
た。業務用市場では、店舗・オフィスなどで換気・洗浄を切り口に顧客との接点を拡大し、機器の更新や
追加購入の需要を取り込みました。大型物件市場では、空気・エネルギーなどのソリューション提案を強
化しました。工場向け市場では環境対策による省エネ機器への更新需要を取り込みました。アプライド空
調機器市場では、半導体関連など成長分野に経営資源をシフトしたことに加え、保守・メンテナンス事業
を強化しました。
アジア・オセアニアでは、５月以降はインド・マレーシア・タイ・ベトナムなどアジア各国で、７月以

降はオーストラリアでも新型コロナウイルス感染再拡大にともなうロックダウンや事業活動の制限強化の
影響を受け、上期は厳しい市場環境が続きました。特に業務用空調機器については、建設現場での労働者
不足や新型コロナウイルス検査義務付けのため、市場全体で着工遅れや工事の中断・延期が発生する状況
が続きました。下期では、行動制限の緩和や経済活動の再開が徐々に進み、インドを中心とした各国での
需要回復の取り込み、オセアニアでの堅調な販売、価格政策の着実な実行などに努めました。その結果、
地域全体の売上高は業務用・住宅用ともに前期を上回りました。
欧州では、期初からスエズ運河での座礁事故による物流の混乱、原材料や物流費の高騰、部品の供給逼

迫、ロシア・ウクライナ情勢の悪化など、様々な事業リスクが発生し、厳しい事業環境が続きました。し
かしながら、部門間の連携強化による安定した生産・供給体制、販売力・営業力の強化により、地域全体
の売上高は過去最高の前期を大きく上回りました。住宅用空調機器では、フランスやスペインに加え、ド
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イツなどでの冷夏影響による販売が減少しましたが、ギリシャやブルガリアなどの欧州南東部での猛暑
や、イタリアでの省エネ機器への補助金強化による需要増加の取り込みにより販売を伸ばしました。住宅
用ヒートポンプ式温水暖房機器では、各国政府のコロナ危機からの経済復興とCO2削減を目的とした補助
金制度が追い風となり、ガスやオイルボイラーからの更新需要が急拡大する中、補助金申請支援などの販
売力強化と最寄り工場での生産・供給力強化で需要を最大限に取り込みました。これらにより、住宅用空
調・暖房機器の売上高は前期を大きく上回りました。業務用空調機器においては、11月以降に再発動され
たロックダウンなどの制限強化により、オフィス・ホテルの需要回復に影響があったものの、コロナ禍で
中断していた物件の需要を最大限に取り込み、販売を拡大しました。その結果、業務用空調機器の売上高
は前期を上回りました。また、低温事業は、部品不足の影響を受けたものの、食品スーパー業界を中心に
販売を強化し、売上高は前期を大きく上回りました。
中近東・アフリカでは、サウジアラビア・エジプト・カタールでの販売強化が牽引し、売上高は前期を

上回りました。トルコでは、住宅用空調機器は、猛暑と価格改定前の駆け込み需要により販売が大きく増
加し、業務用空調機器も堅調な工場・病院向け需要の取り込みを最大化しました。トルコリラ下落の影響
を受けましたが、価格政策もあり円貨換算後の売上高においても前期を大きく上回りました。
フィルタ事業は、長引く新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けながらも、世界的な経済活動の再開

により、需要は緩やかな回復基調になりました。米国では工場用途をはじめとした業務用市場の販売が伸
び、欧州では製薬などハイエンド市場の販売が好調となりました。アジアでは半導体市場の活況により、
半導体工場向け高性能フィルタの販売が好調となり、また、国内では補助金制度の後押しもあり、感染症
対策機器の販売が拡大しました。ガスタービン・集塵機事業は、原油価格上昇による石油ガス業界の投資
意欲の回復、環境意識の高まりを背景とした産業用集塵機の底堅い需要もあり、フィルタ事業全体の売上
高は前期を上回りました。
舶用事業は、海上コンテナ冷凍装置の販売台数増加により、売上高は前期を大きく上回りました。

23

010_0352601102206.indd   23010_0352601102206.indd   23 2022/05/20   15:31:092022/05/20   15:31:09



第119期第118期

164,165
212，424

29.4%増

第118期 第119期

11,371

27，301

140.1%増

売上高 （百万円） 営業利益 （百万円）

売上高
構成比

化学事業
6.8 %

②�化学事業
化学事業セグメント合計の売上高は、前期比29.4％増の2,124億24百万円となりました。営業利益は、
前期比140.1％増の273億１百万円となりました。
フッ素化学製品全体の販売は、新型コロナウイルスの世界的流行の影響で大きく落ち込んだ前期に対

し、半導体・自動車分野を中心に広範囲での需要回復に加え、積極的な拡販施策の展開により、売上高は
前期を大きく上回りました。
フッ素樹脂は、世界的な半導体・自動車関連の需要回復を捉えた拡販施策の展開により、売上高は前期

を大きく上回りました。また、フッ素ゴムについても、自動車関連を中心に需要の回復が顕著となり、拡
販施策の展開と同時に価格政策を実施したことにより、売上高は前期を大きく上回りました。
化成品のうち、表面防汚コーティング剤は需要の停滞が見られたものの、撥水撥油剤や半導体向けエッ

チング剤などの需要が回復したことにより、化成品全体の売上高は前期を上回りました。
フルオロカーボンガスについては、価格政策の着実な実行や拡販施策に努め、売上高は前期を大きく上

回りました。
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第118期 第119期

55,399
68,182

23.1%増

第118期 第119期

4,132

6,647

60.9%増

売上高 （百万円） 営業利益 （百万円）

売上高
構成比

その他事業
2.2%

③�その他事業
その他事業セグメント合計の売上高は、前期比23.1％増の681億82百万円となりました。営業利益は、
前期比60.9％増の66億47百万円となりました。
油機事業では、産業機械用油圧機器は、国内市場では工作機械向けを中心に販売が増加したことに加

え、アジア・欧米向けの販売も増加したことにより、売上高は前期を大きく上回りました。また、建機・
車両用油圧機器は、国内および米国主要顧客向けの販売が増加したことにより、売上高は前期を大きく上
回りました。
特機事業では、防衛省向け砲弾の受注増加と、新型コロナウイルス感染拡大にともなう酸素濃縮装置お

よびパルスオキシメータ（採血することなく血中酸素飽和度を簡易に測定できる医療機器）の需要の増加
を取り込んだことにより、売上高は前期を上回りました。
電子システム事業では、大手企業を中心にデジタルトランスフォーメーション（DX）の推進が追い風

となり、顧客のIT投資需要が増加しました。品質課題の解決・設計開発期間の短縮・コストダウン支援と
いった顧客ニーズに合致した設計・開発分野向けデータベースシステム『SpaceFinder（スペースファイ
ンダー）』と、その関連商品『Smart� Innovator（スマートイノベーター）』の販売が堅調に推移し、売上
高は前期を上回りました。

単独の業績については、全社の売上高は前期比21.1％増の6,818億99百万円となりました。営業利益は
前期比68.3％増の600億48百万円、経常利益は前期比69.6％増の1,707億５百万円、当期純利益は前期
比75.3％増の1,538億円となりました。
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（3）設備投資の状況

（4）資金調達の状況

当社グループでは「より収益性の高い分野への経営資源の集中」を基本戦略とし、当期の設備投資は、
空調・冷凍機事業および化学事業を重点に総額1,563億71百万円を実施しました。

上記設備投資の所要資金については、主として銀行借入金および自己資金で充当しました。また、普通
社債を発行し、一部を既存の普通社債の償還に充当しました。

（5）  事業の譲渡、吸収分割または新設分割、他の会社の事業の譲受け、他の会社の株式その他の持
分または新株予約権等の取得または処分、吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に
関する権利義務の承継の状況

該当事項で重要なものはありません。

事	業	部	門 会	社	名 設備投資額（百万円）

空調・冷凍機事業

当 社 17,514
ダイキン�ヨーロッパ�エヌ�ブイ�グループ 26,761
グッドマン�グローバル�グループ�インク�グループ 21,714
大金（中国）投資有限公司�グループ 17,698
ダイキン�アプライド�アメリカズ�インク�グループ 8,284

化 学 事 業
当 社 10,966
大金フッ素化学（中国）有限公司�グループ 6,713
ダイキン�アメリカ�インク�グループ 5,790

そ の 他 事 業 当 社 1,399

設備投資の主な内訳
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（6）企業集団の財産および損益の状況

区　分
第116期

2018年４月�1�日から
2019年３月31日まで

第117期
2019年４月�1�日から
2020年３月31日まで

第118期
2020年４月�1�日から
2021年３月31日まで

第119期（当期）
2021年４月�1�日から
2022年３月31日まで

売上高� （百万円） 2,481,109 2,550,305 2,493,386 3,109,106
経常利益� （百万円） 277,074 269,025 240,248 327,496
親会社株主に帰属する当期純利益�（百万円） 189,048 170,731 156,249 217,709
1株当たり当期純利益� （円） 646.39 583.61 533.97 743.88
総資産� （百万円） 2,700,890 2,667,512 3,239,662 3,823,998
純資産� （百万円） 1,446,849 1,462,591 1,698,495 2,008,109

第116期の状況については、原材料市況高騰や新興国通貨安の影響を受ける中、トータルコストダウン
の推進や売価施策の徹底により収益力を強化しました。空調・冷凍機事業では、国内・米州・欧州をはじ
めとする主要各地域で販売が好調に推移したことから、増収・増益となりました。化学事業でも、半導体
市場向けを中心に販売を拡大したことから、増収・増益となりました。
第117期の状況については、第３四半期までは、暖冬による需要減や半導体市場の回復遅れ、為替のマ

イナス影響の拡大など、第４四半期に入っては、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大など、厳しい事

0
第116期 第118期第117期 第119期

300,000

200,000
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経常利益（百万円）
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親会社株主に帰属する当期純利益（百万円）
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0

売上高（百万円）
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0

200

400

600

800
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1株当たり当期純利益（円）

（注）�当連結会計年度より「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号�2020年３月31日）等を適用しており、当連結会計年度の財産および�
損益の状況については、当該会計基準等を適用した後の数値を記載しております。
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（7）企業集団が対処すべき課題
今後の景気見通しについては、ロシアのウクライナ侵攻と日米欧など主要国による対ロシア制裁の影響

を受け、世界経済のコロナ禍からの回復が停滞する可能性も指摘されています。ロシアやウクライナの希
少資源の供給途絶が自動車・半導体産業の供給制約を一段と強めるうえ、賃金上昇などの要因も重なり、
コストを押し上げるインフレ圧力が世界的に高まる見通しです。ウクライナ危機の長期化にともなう資源
価格の高止まりにより、世界経済の停滞感が強まると見られています。
このようなリスクも踏まえ、2022年度は、事業環境の上振れと下振れの両面から複数のシナリオを想

定しながら、次に挙げる６テーマへの取り組みを継続・強化してまいります。
・市場・顧客にその価値を認めていただける、差別化商品の投入による販売価格政策の推進
・業務用空調をはじめとした各事業における、販売力・営業力の強化
・積極的な投資と収益性向上を両立させながらの、固定費の効率化
・原材料市況の悪化や資源価格の高騰に対応するための、変動費コストダウンの推進
・物流経費のさらなる高騰への対応としての、物流コストの効率化
・中長期も見据えた、調達・供給力の強化　
また、IEA（国際エネルギー機関）によると、新興国の発展にともなって空調需要は2050年に現在の３

倍以上になると予測されております。主力事業が空調事業である当社グループにとってこれは大きな機会
である一方、気候変動が世界的な課題となり「脱炭素」が求められる中、空調にともなう電力消費量や化
石燃料の使用量の削減、温室効果を有する冷媒の漏洩防止などにより、温室効果ガスの排出抑制に尽力し
なければ、当社グループにとってリスクとなりかねません。このため、当社グループでは、低温暖化冷媒
の開発・普及、高効率空調機の開発・普及のほか、建物全体でエネルギーを効率的に活用するソリューシ

業環境の中、販売面で影響を受けました。空調・冷凍機事業では、各地域で高付加価値商品の拡販に努め
ましたが、中国での新型コロナウイルスの感染拡大による影響が大きく、増収・減益となりました。化学
事業では、半導体・自動車市場の需要減の影響により、減収・減益となりました。
第118期の状況については、新型コロナウイルスの影響が続く中、「攻め」と「挑戦」の姿勢で短期業

績の確保と経営体質の強化を推進しました。空調・冷凍機事業では、需要が堅調な住宅用空調機器やコロ
ナ禍で関心が高まる換気・空気清浄商品の販売を拡大しましたが、新型コロナウイルス感染拡大の影響に
より、減収・減益となりました。化学事業では、タブレット向けや医療用防護服向けの販売を拡大しまし
たが、半導体・自動車市場含め広範囲での新型コロナウイルス感染拡大の影響による需要減少や、欧州ガ
ス市場の需要の落ち込みなどの需要減速の影響を受けたこともあり、減収・減益となりました。
第119期の状況については、「（1）企業集団の事業の経過および成果」に記載したとおりであります。
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ョンの創出などにより、温暖化影響の低減に取り組んでおります。2018年には、2050年に向けて安心で
健康な空気環境を提供しながら温室効果ガス排出実質ゼロをめざす「環境ビジョン2050」を掲げました。
また、2019年５月に、TCFD（気候関連財務情報開示タスクフォース）提言に賛同しました。2021年に
策定した2025年を目標年度とする戦略経営計画「FUSION25」の成長戦略テーマのひとつに「カーボン
ニュートラルへの挑戦」を掲げ、2050年に温室効果ガス排出実質ゼロに向けた中間目標を設定しました。
2019年を基準年とし、未対策のまま事業成長した場合の排出量と比べ、実質排出量（＝排出量―排出削
減貢献量）を2025年に30%以上、2030年に50%以上の削減をめざします。
気候変動を事業継続に影響を及ぼす重要課題として、事業に与えるリスク・機会を分析し、経営戦略に

反映するとともに、気候変動をはじめとした社会課題の解決に貢献しながら、さらなる成長をめざしま
す。
一方で、例えば、医療・健康関連市場の成長といった当社グループの事業と関わりの深い市場において

明るい動きもみられます。当社グループは、世の中の変化を機会と捉え、当社グループの強みをいかし、
ライバルに先駆けて次々と先手を打つために、以下の観点で、次の飛躍につなげるチャレンジテーマ、イ
ノベーションテーマに取り組んでまいります。
・�「FUSION25」で掲げたヒートポンプ式暖房・給湯機、空気・換気、ソリューションなどにおける成
果創出の加速

・�デジタルトランスフォーメーション（DX）の進展に対応し、デジタル技術を活用したビジネスモデ
ルと業務プロセスの変革
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（8）主要な事業内容（2022年３月31日現在）

　下記製品の製造および販売を行っております。

住宅用機器：
ルームエアコン、空気清浄機、ヒートポンプ式給湯
機、遠赤外線暖房機、ヒートポンプ式温水床暖房

業務用機器：
パッケージエアコン、スポットエアコン、空気清浄
機、脱臭機、遠赤外線暖房機、全熱交換器、換気扇、
ウォーターチリングユニット、アンモニアブラインチ
リングユニット、ターボ冷凍機、スクリュー冷凍機、
ファンコイルユニット、エアハンドリングユニット、
ルーフトップ、低温用エアコン、フリーザー、冷凍・
冷蔵ショーケース、エアフィルタ、工業用集塵装置

舶用機器：
海上コンテナ冷凍装置、舶用エアコン、舶用冷凍機

空調・冷凍機事業
● 油機部門
産業機械用油圧機器・装置：
各種ポンプ、各種バルブ、油圧装置、油冷却装置、イ
ンバータ制御ポンプ・モータ

建機・車両用油圧機器：
油圧トランスミッション、各種バルブ

集中潤滑機器・装置：
各種グリースポンプ、各種分配弁

● 特機部門
防衛省向け砲弾・誘導弾用部品・航空機部品、在宅酸
素医療用機器

● 電子システム部門
設計開発分野向けプロセス改善・ナレッジ共有システム、
ＩＴインフラ管理システム（ネットワーク・セキュリ
ティ・資産管理）、設備設計ＣＡＤシステム等のコン�
ピュータ・グラフィックス・ソリューション

その他事業

フルオロカーボンガス：
冷媒

フッ素樹脂：
四フッ化エチレン樹脂、溶融タイプ樹脂、フッ素ゴム、
フッ素塗料、フッ素コーティング剤

化成品：
半導体用エッチング剤、撥水撥油剤、離型剤、界面活
性剤、フッ化カーボン、フッ素オイル、医農薬中間体

化工機：
溶剤脱臭装置、ドライエア供給装置

化学事業
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①�主要な営業所および工場

（9）主要な営業所および工場ならびに使用人の状況（2022年３月31日現在）

当 　 社 本 社 大阪市北区
生 産 拠 点 堺製作所金岡工場（堺市北区） 滋賀製作所（滋賀県草津市）

堺製作所臨海工場（堺市西区） 鹿島製作所（茨城県神栖市）
淀川製作所（大阪府摂津市）

営 業 拠 点 東京支社（東京都港区）
海外事業所 ニューヨーク事務所 広州事務所

ワシントンD.C.事務所 北米R&Dセンター
北京事務所

子 会 社 国 内 ㈱ダイキンアプライドシステムズ
（東京都港区）

ダイキンHVACソリューション東京㈱
（東京都渋谷区）

ダイキンエアテクノ㈱
（東京都墨田区）

ダイキン・ザウアーダンフォス㈱
（大阪府摂津市）

海 外 大金（中国）投資有限公司
大金空調（上海）有限公司
大金空調（蘇州）有限公司
麦克維尓中央空調有限公司
ダイキン�インダストリーズ�（タイランド）�リミテッド
ダイキン�エアコンディショニング�インディア�プライベート�リミテッド
ダイキン�マレーシア�センディリアン�バハッド
ダイキン�オーストラリア�プロプライアットリー�リミテッド
ダイキン�ヨーロッパ�エヌ�ブイ�（ベルギー）
ダイキン�インダストリーズ�チェコ�リパブリック�エスアールオー
AHT�クーリング�システムズ�ゲーエムベーハー�（オーストリア）　
グッドマン�グローバル�グループ�インク�（アメリカ）
ダイキン�アプライド�アメリカズ�インク
アメリカン�エアフィルター�カンパニー�インク　
大金フッ素化学（中国）有限公司　
ダイキン�アメリカ�インク
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事業部門 使用人数 前期末比増減

空 調 ・ 冷 凍 機 事 業 82,737名 3,814名増加

化 学 事 業 3,845名 19名減少

そ の 他 事 業 1,132名 42名増加

全 社 （ 共 通 ） 984名 9名減少

合 計 88,698名 3,828名増加

（注）�１.� 使用人数は、就業人員数によっております。
� ２.� 当社の使用人数（就業人員数）は7,652名（前期比80名減少）であります。

②�企業集団の使用人の状況
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（10）重要な子会社の状況（2022年３月31日現在）

（注）※は子会社等による出資を含む比率です。

会	社	名 出資比率 資本金 主な事業内容

株式会社ダイキンアプライドシステムズ 100 % 300百万円 空調・冷凍機器の製造・販売
および設計施工

ダイキンエアテクノ株式会社 100 % 275百万円 空調機器の販売および工事施工
ダイキンHVACソリューション東京株式会社 100 % 330百万円 空調機器の販売
大金（中国）投資有限公司 100 % 242,025千米ドル 中国事業統括会社
大金空調（上海）有限公司　 ※� 87.4% 82,600千米ドル 空調機器の製造および販売
大金空調（蘇州）有限公司 ※�100 % 1,200百万人民元 空調機器の製造および販売
麦克維尓中央空調有限公司 100 % 50百万人民元 空調機器の製造および販売
ダイキン	インダストリーズ（タイランド）
リミテッド 100 % 1,300百万バーツ 空調機器の製造および販売

ダイキン	エアコンディショニング	インディア	
プライベート	リミテッド 100 % 8,029百万

インドルピー 空調機器の製造および販売

ダイキン	マレーシア	センディリアン	バハッド 100 % 276,254千
マレーシアリンギット 空調機器の製造および販売

ダイキン	オーストラリア	
プロプライアットリー	リミテッド 100 % 10,000千豪ドル 空調機器の製造および販売

ダイキン	ヨーロッパ	エヌ	ブイ 100 % 155,065千ユーロ 空調機器の製造および販売
ダイキン	インダストリーズ	チェコ	
リパブリック	エスアールオー ※�100 % 1,860百万

チェココルナ 空調機器の製造および販売

AHT	クーリング	システムズ	
ゲーエムベーハー ※�100 % 8,000千ユーロ 商業用冷凍・冷蔵ショーケースの

製造および販売
グッドマン	グローバル	グループ	インク ※�100 % －�千米ドル 空調機器の製造および販売
ダイキン	アプライド	アメリカズ	インク ※�100 % 250千米ドル 空調機器の製造および販売

アメリカン	エアフィルター	カンパニー	インク ※�100 % －�千米ドル エアフィルタ製品等の製造
および販売

大金フッ素化学（中国）有限公司 ※� 96.0% 161,240千米ドル フッ素化学製品の製造および販売
ダイキン	アメリカ	インク　 ※�100 % 85,000千米ドル フッ素化学製品の製造および販売
ダイキン・ザウアーダンフォス株式会社 � 55.0% 400百万円 油圧機器等の製造および販売
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（11）主要な借入先および借入額（2022年３月31日現在）

株	主	名 持株数（千株） 持株比率（％）

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 61,402 21.0
株式会社日本カストディ銀行（信託口） 20,035 6.8
株式会社三井住友銀行 9,000 3.1
ジェーピー	モルガン	チェース	バンク	385632 7,763 2.7
株式会社日本カストディ銀行
（三井住友信託銀行再信託分・農林中央金庫退職給付信託口） 4,999 1.7

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 4,900 1.7
エスエスビーティ―シー	クライアント	オムニバス	アカウント 4,729 1.6
株式会社日本カストディ銀行（信託口４） 4,621 1.6
ステート	ストリート	バンク	ウエスト	クライアント	トリーティ	505234 �4,059 1.4
住友生命保険相互会社 3,595 1.2

２．株式に関する事項（2022年３月31日現在）

（1）発行可能株式総数 500,000千株
（2）発行済株式の総数 293,113千株
（3）株主数 29,906名
� （前期末比�4,347名増）

（4）上位10名の株主

（注）１．�持株比率は小数点第２位を四捨五入して表示しております。
� ２．�持株比率は自己株式（424千株）を控除して計算しております。

借	入	先 借入残高（百万円）
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 円建てシンジケートローン　※1 220,000
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 米ドル建てシンジケートローン　※2 59,359
農 林 中 央 金 庫 44,899
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 43,591
株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 11,015

（注）※1．�株式会社三井住友銀行円建てシンジケートローンは、株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする協調融資です。
※2．�株式会社三井住友銀行米ドル建てシンジケートローンは、株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする協調融資です。
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（1）当事業年度の末日における当社役員が有する新株予約権の内容の概要

３．新株予約権に関する事項

回次 行使価格 目的となる株式の種類および数 権利行使期間 個数 保有者数

第17回
（2018年） 1円 普通株式

新株予約権1個につき100株
2021年７月14日から
2033年７月13日まで 12個 取締役　１名

第18回
（2019年） 1円 普通株式

新株予約権1個につき100株
2022年７月13日から
2034年７月12日まで 124個 取締役　７名

第19回
（2020年） 1円 普通株式

新株予約権1個につき100株
2023年７月11日から
2035年７月10日まで 103個 取締役　７名

第20回
（2021年） 1円 普通株式

新株予約権1個につき100株
2024年７月17日から
2036年７月16日まで 114個 取締役　７名

（2）当事業年度中に当社使用人に対して交付された新株予約権の内容の概要

回次 行使価格 目的となる株式の種類および数 権利行使期間 個数 交付者数

第20回
（2021年） 1円 普通株式

新株予約権1個につき100株
2024年７月17日から
2036年７月16日まで 353個 当社使用人�70名
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４．会社役員に関する事項
（1）取締役および監査役（2022年３月31日現在）

地　位 氏　名 担当および重要な兼職の状況
取締役会長兼�
グローバルグルー
プ代表執行役員

井　上　礼　之
阪急阪神ホールディングス株式会社社外取締役
公益財団法人ダイキン工業現代美術振興財団理事長
公益財団法人関西フィルハーモニー管弦楽団理事長

代表取締役社長兼
CEO 十　河　政　則 内部統制委員会委員長

人事諮問委員会委員、報酬諮問委員会委員

社外取締役 川　田　達　男
人事諮問委員会委員長、報酬諮問委員会委員長
セーレン株式会社代表取締役会長兼最高経営責任者
北陸電力株式会社社外取締役
富士フイルムホールディングス株式会社社外取締役

社外取締役 牧　野　明　次
人事諮問委員会委員、報酬諮問委員会委員
岩谷産業株式会社代表取締役会長兼CEO
岩谷瓦斯株式会社取締役会長
セントラル石油瓦斯株式会社代表取締役会長

社外取締役 鳥　井　信　吾

人事諮問委員会委員、報酬諮問委員会委員
サントリーホールディングス株式会社代表取締役副会長
ロート製薬株式会社社外取締役
象印マホービン株式会社社外取締役
大阪商工会議所会頭

社外取締役 新　居　勇　子
人事諮問委員会委員、報酬諮問委員会委員
ANAあきんど株式会社取締役副社長
愛知製鋼株式会社社外取締役

代表取締役兼
副社長執行役員 田谷野　　　憲 国内空調事業、中国地域代表�担当

大金（中国）投資有限公司董事長
取締役兼
副社長執行役員 三　中　政　次 欧州・中近東・アフリカ地域代表�担当

ダイキン�ヨーロッパ�エヌ�ブイ取締役会長
取締役兼
副社長執行役員 松　崎　　　隆 アプライド・ソリューション事業、北米R&D、アプライド開発センター、

ダイキンオープンイノベーションラボ・シリコンバレー�担当
取締役兼
副社長執行役員 峯　野　義　博 グローバル戦略本部、フィルタ事業、研修�担当

取締役兼
常務専任役員

カ ン ワ ル ・�
ジート・ジャワ

グローバル戦略本部　空調インド・東アフリカ地域支配人
ダイキン�エアコンディショニング�インディア�プライベート�リミテッド取締役社長兼CEO

社外監査役 矢　野　　　龍 住友林業株式会社最高顧問
社外監査役 長　島　　　徹 帝人株式会社名誉顧問
監査役（常勤） 植　松　弘　成
監査役（常勤） 多　森　久　夫

（注）�１．��当社は社外取締役である川田達男、牧野明次、鳥井信吾および新居勇子の各氏ならびに社外監査役である矢野龍および長島徹の両氏を、東
京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

� ２．��監査役の多森久夫氏は、長年当社の経理業務に従事し、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
� ３．��2021年６月29日開催の当社第118期定時株主総会において、新居勇子および峯野義博の両氏が新たに取締役に選任され、就任しました。
� ４．��2021年６月29日開催の当社第118期定時株主総会終結の時をもって、寺田千代乃および冨田次郎の両氏は任期満了により取締役を退任し

ました。
� ５．��社外取締役の鳥井信吾氏は、2022年３月29日に大阪商工会議所の会頭に就任しました。
� ６．��社外取締役の川田達男氏は、2021年６月25日まで株式会社ほくほくフィナンシャルグループの社外取締役（監査等委員）でありました。
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役員区分
報酬等の
総額

（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる
役員の員数
（人）固定報酬 業績連動報酬 ストックオプション

取締役
（うち社外取締役）

1,364
（70）

588
（70）

540
（―）

235
（―）

14
（５）

監査役
（うち社外監査役）

99
（28）

99
（28） ― ― 4

（２）

（2）役員の報酬等

①�役員の報酬等の総額

（注）�１.��業績連動報酬には、当事業年度中に計上した役員賞与引当金繰入額を含んでおり、ストックオプションは、当社の社外取締役を除く取締役に
対し付与いたしました新株予約権に係る当事業年度中の費用計上額であります。

� ２.��上記には、第117期定時株主総会の終結の時をもって退任した取締役１名、第118期定時株主総会の終結の時をもって退任した取締役２名の
在任中の報酬額を含んでおります。

②�役員の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社の役員の個人別の報酬等（以下、本項において単に「報酬」といいます。）の内容に係る決定方針

の概要は、次のとおりです。なお、当社は当該決定方針について、報酬諮問委員会の審議、答申を踏まえ、
取締役会の決議により定めております。

（ⅰ）�報酬の基本方針
　役員報酬体系は、経営方針に従い株主をはじめステークホルダーのみなさまの期待に応えるよう役員
が継続的かつ中長期的な業績向上へのモチベーションを高め、当社企業グループの全体の価値の増大に
資することを狙いとして構築する。

（ⅱ）��取締役の個人別の報酬等の種類（業績連動報酬等、非金銭報酬等、それ以外の固定報酬等）の額�
および構成割合の決定に関する方針

　社外取締役を除く取締役の報酬は「固定報酬」と短期の全社業績および部門業績を反映する「業績連
動報酬」と、中長期的業績が反映できる「株式報酬型ストックオプション」で構成する。
　報酬水準は、日本の一部上場企業の約300社が活用している役員報酬調査の外部専門機関による客観
的な報酬調査データ（ウイリス・タワーズワトソン社の「経営者報酬データベース」）の中から国内大
手製造業の報酬データを分析・比較し決定する。具体的には、「売上高伸び率」「売上高営業利益率」「自
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己資本利益率（ROE）」の３指標を基本指標として選択し、中長期的な企業価値向上とも関連づけて比
較企業群の中での当社の業績位置と報酬水準の相対位置を検証し決定する。なお、業績連動報酬は、比
較している国内大手製造業より業績連動比率を高めにし、役員の十分なインセンティブを確保する。
　また、上記のほか、在任期間中における功績に鑑み、取締役の退任時に当該功績等に照らして相当と
認められる報酬等（非金銭報酬等を含む）を支給することがある。
　社外取締役および監査役については「固定報酬」のみとする。
�
（ⅲ）�業績連動報酬の業績指標の内容および算定方法の決定に関する方針
　社外取締役を除く取締役の業績連動報酬においては、全社業績に連動する評価指標として、当社の数
値経営管理の全社数値目標、指標の相互の関連性・シンプルさ、他社動向等から判断し、「売上高」「売
上高営業利益率」「営業利益額」の３指標を業績連動指標として選択する。「売上高」「売上高営業利益
率」については単年度の予算達成度、「営業利益額」は中長期の経営計画と連動させた伸び率から算出し、
業績連動係数を決定する。
　会長・社長の業績連動報酬には全社の業績連動指標から導かれる業績連動係数を用いる。会長・社長
を除く取締役の業績連動報酬は、全社の業績連動指標から導かれる業績連動係数に、日々の業務遂行の
目標となる担当部門の「売上高」「営業利益」の単年度予算達成度と個々人の短期・中長期の重点課題
の取り組み状況を加味し、決定する。なお、重点課題は、戦略経営計画「FUSION25」で掲げる重点戦
略９テーマに沿って、個々人の職責に応じた目標を設定する。
　なお、当連結会計年度における全社の業績連動指標の目標および実績は下表のとおり。

	 売上高
（百万円）

営業利益率
（％）

営業利益額
（百万円）

目標（当連結会計年度） 2,750,000 9.8 270,000

実績（当連結会計年度） 3,109,106 10.2 316,350
�
（ⅳ）�非金銭報酬の内容および算定方法の決定に関する方針
　社外取締役を除く取締役に対して「株式報酬型ストックオプション」を支給する。毎期、役位別基準
額を基に前期の個々人の短期・中長期の重点課題の取り組み状況・成果を加味して決定した額を直近株
価平均終値で除した個数を付与し、付与日の３年経過後から12年経過後まで権利行使が可能な仕組みと
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する。なお、重点課題は、戦略経営計画「FUSION25」で掲げる重点戦略９テーマに沿って、個々人の
職責に応じた目標を設定する。
　株式報酬型ストックオプションの内容および交付状況は、「３.�新株予約権に関する事項」に記載のと
おり。
　そのほか、株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権の行使の条件として、新株予約権の割
当を受けた者は、第三者に対する新株予約権の譲渡その他の処分が禁止されるとともに、以下の事由が
生じたとき等には新株予約権の行使ができないものとしている。
・�新株予約権の権利行使期間中に、新株予約権の割当を受けた者が当社の取締役、執行役員、専任役
員、従業員または当社の子会社の取締役、従業員のいずれの地位も保持しなくなった後１年経過し
た場合（当該事由が発生した日を含む）。
　ただし、当該事由が発生した日から１年経過した日（当該事由が発生した日を含む）が権利行使
期間を越えた場合は、１年の経過を待たずして当該権利行使期間の満了日をもって、対象者は新株
予約権を行使することができないものとする。
　また、権利行使期間の開始日が到来する前に、対象者が当社の取締役、執行役員、専任役員、従
業員または当社の子会社の取締役、従業員のいずれの地位も保持しなくなった場合は、権利行使期
間初日から１年間に限り、新株予約権の割当を受けた者は新株予約権を行使することができるもの
とする。

�
（ⅴ）�報酬等の決定の方法の手続きおよび個人別の報酬等の内容の決定に係る再一任の状況
　取締役の報酬等の決定方針ならびにその内容は、取締役会長の諮問に基づき、社外取締役を委員長とし、委
員の過半数を社外取締役により構成する報酬諮問委員会が審議する。報酬諮問委員会は、判断の独立性を確保
しつつ、諮問機関としての機能の実効性を高める観点から、外部専門機関の報酬アドバイザーからの情報収集な
らびに助言を活用しつつ、比較企業群の中での当社の業績位置と報酬水準の相対位置、当社の営業利益額の伸
び率等の状況を多角的に検証し、取締役の個人別の報酬等の額に係る起案内容を確認したうえで、客観的視点
を踏まえて審議し、取締役会長に意見を答申する。取締役会長兼グローバルグループ代表執行役員井上礼之は、
当該答申を踏まえつつ、取締役会からの再一任承認を受け、取締役の個人別の報酬等の額を最終的に決定する。
　これらの権限を委任した理由は、当社の経営および全社業績を俯瞰し各取締役の担当部門や個人の評価を十
分な情報に基づき的確に行うには同氏が最も適していると判断したためである。なお、報酬諮問委員会は、取締
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③�取締役および監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
	 報酬の種類 株主総会決議の概要 株主総会決議の年月日等

取締役

固定報酬
および

業績連動報酬

最高限度額として年額13億円以
内（うち社外取締役１億円以内）

2020年６月26日（第117期定時株主総会）
決議時の員数：取締役11名（うち社外取締
役４名）

ストック
オプション

年額３億6,000万円以内および定
時株主総会の日から１年以内の日
に発行する新株予約権の上限を
「450個」（社外取締役を除く）

2021年６月29日（第118期定時株主総会）
決議時の員数：取締役11名（うち社外取締
役４名）

監査役 固定報酬 年額１億9,000万円以内 2014年６月27日（第111期定時株主総会）
決議時の員数：監査役４名

役会長を除く、社外取締役４名、社内取締役１名、人事担当執行役員１名の計６名で構成され、社外取締役が委
員長を務めている。
　また、在任期間中における功績に鑑みた報酬等については、報酬諮問委員会とは別の全委員を社外取締役に
より構成する委員会を設け、支給の要否や内容等を審議のうえ、取締役会において、その具体的内容および額
ならびに支給手続きを決定する。
　なお、監査役の個人別の報酬等の額については監査役の協議によって決定する。
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④�取締役の個人別の報酬等の内容が上記②の決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容については、報酬諮問委員会を４回開催し、客観的かつ十分な情報収集
を行ったうえで審議を行い、業績連動部分の算定方法、支給係数、報酬水準等について当該決定方針との
整合性を含めた多面的な検討に基づいたものであり、適切であると判断しております。
なお、当事業年度に係る取締役の個人別報酬等の内容の決定に関する報酬諮問委員会の開催状況と審議

事項は下表のとおりであります。

報酬諮問委員会の開催状況と審議事項

	 審議事項

2021年11月26日
・役員報酬を取り巻く最新環境
・2021年度役員報酬体系の運用状況
・2022年度報酬方針の是正要否

2022年２月22日
・役員報酬開示内容に係る機関投資家等からの要望
・役員報酬開示内容に係る国内大手製造業の状況
・役員報酬開示の方向性

2022年３月30日 ・2021年度業績連動報酬の業績連動係数に係る内容
・役員報酬開示（案）

2022年４月26日 ・2021年度業績連動報酬の業績連動係数に係る内容
・役員報酬開示（案）

（注）�４回中３回については、客観的な立場からの情報提供および助言を目的として、ウイリス・タワーズワトソン社の報酬アドバイザーが陪席いた
しました。

（3）社外役員に関する事項

①�社外役員の重要な兼職の状況等
　「（1）取締役および監査役」に記載の重要な兼職先と当社との間には特別な関係はありません。
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②�社外役員の主な活動状況

区　分 氏　名 取締役会
出席状況 主な活動状況

社外取締役

川　田　達　男
15回開催
のうち
14回出席
(93.3％)

企業経営者としての豊かな経験と高い見識をいかして独立した立場か
ら当社経営を監督いただくとともに、ビジネスモデルの転換やイノ
ベーション創出などに関わる観点を含めた広範かつ高度な視野から経
営全般に関して提言いただくことを期待しております。当事業年度中
におきましては、全社戦略における生産拠点拡大にともなうリスクに
対する構え、経営層と事業現場との繋がりの重要性に関して提言いた
だくなど、業務執行に対する監督や助言などの社外取締役としての役
割を適切に果たしていただきました。

牧　野　明　次
15回開催
のうち
14回出席
(93.3％)

企業経営者としての豊かな経験と高い見識をいかして独立した立場か
ら当社経営を監督いただくとともに、エネルギーや環境分野、サービ
スビジネスに関わる観点を含めた広範かつ高度な視野から経営全般に
関して提言いただくことを期待しております。当事業年度中におきま
しては、事業戦略と環境戦略を組み合わせたESG経営の方向性への提
言をいただくなど、業務執行に対する監督や助言などの社外取締役と
しての役割を適切に果たしていただきました。

鳥　井　信　吾
15回開催
のうち
14回出席
(93.3％)

企業経営者としての豊かな経験と高い見識をいかして独立した立場か
ら当社経営を監督いただくとともに、顧客ニーズを先取りする企業経
営やESG活動を通じた企業価値向上などの観点を含めた広範かつ高度
な視野から経営全般に関して提言いただくことを期待しております。
当事業年度中におきましては、化学事業の多角化と方向性への示唆、
グループにおける人権リスク対応などサステナビリティの取り組みに
ついて提言いただくなど、業務執行に対する監督や助言などの社外取
締役としての役割を適切に果たしていただきました。

新　居　勇　子
12回開催
のうち
12回出席
(100％)

企業経営者としての豊かな経験と高い見識をいかして独立した立場から
当社経営を監督いただくとともに、広範かつ高度な視野から消費者視点
に立脚した経営や女性社員のさらなる活躍推進策など経営全般に関して
提言いただくことを期待しております。当事業年度中におきましては、
拡大するグループでの安全意識の再徹底や、市場から評価いただく価格
政策の重要性を提言いただくなど、業務執行に対する監督や助言などの
社外取締役としての役割を適切に果たしていただきました。
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③�社外役員の責任限定契約に関する事項
　当社は、会社法第427条第１項ならびに当社定款第25条および第33条に基づき、社外取締役および社外
監査役の全員と同法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責
任限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額であります。

（4）役員等賠償責任保険契約の内容の概要

　当社は、取締役、監査役、執行役員、専任役員および当社子会社の取締役、監査役を被保険者として、
役員等賠償責任保険契約を締結しています。当該保険契約では、被保険者がその職務の執行に関し責任を
負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずる損害が填補されます。ただし、
被保険者が法令に違反すると認識しながら行った行為に起因して生じた損害は填補されません。当該保険
契約の保険料は、その全額を当社の負担としています。

区　分 氏　名
出席状況

主な活動状況
取締役会 監査役会

社外監査役

矢　野　　　龍
15回開催
のうち
13回出席
(86.7％)

14回開催
のうち
13回出席
(92.9％)

企業経営者としての豊かな経験と高い見識に基づき、特
に豊富な海外での事業経験で培われた広範かつ高度な
視野から必要な発言を適宜行っていただいております。
当事業年度中におきましては、グローバルに拡大するグ
ループへのリスクモニタリングの重要性について提言し
ていただきました。

長　島　　　徹
15回開催
のうち
15回出席
(100％)

14回開催
のうち
14回出席
(100％)

企業経営者としての豊かな経験と高い見識に基づき、
特にグローバルな企業経営や製造会社の経営者として
の経験で培われた広範かつ高度な視野から、必要な発
言を適宜行っていただいております。当事業年度中に
おきましては、事業の拡大に向けた重要な投資へのモ
ニタリング強化などについて提言していただきました。

（注）�１.��取締役会の開催回数については、上記のほか、会社法第370条および当社定款第23条第４項の規定に基づき、取締役会決議があったものとみ
なす書面決議が１回ありました。

� ２.��新居勇子氏は、2021年６月29日に開催の当社第118期定時株主総会において社外取締役に就任したため、同日以降に開催された取締役会の
出席回数および開催回数を記載しております。
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５．会計監査人に関する事項
（1）�当社の会計監査人の名称 有限責任監査法人トーマツ�
（2）� �当社の当事業年度に係る会計監査

人への報酬等の額 273百万円

（3）� �会計監査人の報酬等の額について
監査役会が同意した理由

監査役会は、会計監査人の報酬等について、取締役、社内関係部署お
よび会計監査人から必要な資料を入手し、報告を受けたうえで、会計
監査人の従前の活動実績および報酬実績と当事業年度における会計監
査人の活動計画および報酬見積もりの算出根拠を確認し、審議した結
果、これらについて適切であると判断したため、会計監査人の報酬等
の額について、会社法第399条第１項の同意を行っております。

（4）� �当社に対する会計監査人の非監査
業務の内容

当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の業務以外
の業務である以下の業務を委託し対価を支払っております。

CSR（企業の社会的責任）に関する助言業務等
（5）� �会計監査人の解任または不再任決

定の方針
監査役会は、会社法第340条第１項各号に定める会計監査人の解任事
由に該当する場合のほか、適格性や独立性を害する事由の発生等によ
り会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合に
は、会計監査人の解任または不再任に関する議題を株主総会に提案し
ます。

（6）� �当社および当社の連結子会社が会
計監査人に支払うべき報酬等の合
計額

273百万円

（7）� �その他の事項 当社の会計監査人以外の公認会計士または監査法人の監査（会社法ま
たは金融商品取引法およびこれに相当する外国の法令を含む）を受け
ている当社の重要な子会社

大金（中国）投資有限公司
大金空調（上海）有限公司
大金機電設備（蘇州）有限公司
大金空調（蘇州）有限公司
大金フッ素化学（中国）有限公司
麦克維尓中央空調有限公司
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６．業務の適正を確保するための体制等の整備についての決議の内容の概要
〈内部統制システムに関する基本的な考え方およびその整備状況、運用状況の概要〉
　会社法および会社法施行規則に基づく、当社グループの業務の適正を確保するための体制ならびに主な
運用状況は、以下のとおりであり、それぞれの取り組みを踏まえた内部統制の整備・運用状況について
「内部統制委員会」にて点検・確認し、取締役会に報告します。

� （当期における主な運用状況）
� ・「内部統制委員会」を２回開催しました。

（1）取締役、使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
� �　コンプライアンス体制を確立し、グループ全体にわたってのコンプライアンス上の問題点の把握と

スピーディーな対応に努めます。具体的には、
� ①�グループ経営理念（2002年）、企業倫理ハンドブック等に定めた経営の基本的方向や行動規範に従

って、自らの職務の執行を律し、率先して実践します。
� ②�役員・部門長を構成メンバーとする「企業倫理・リスクマネジメント委員会」を設置し、そのもと

で法務・コンプライアンス・知財センターが中心となって、グループ全体への法令遵守の徹底をは
かります。各部門・グループ会社には、コンプライアンス・リスクマネジメントリーダーを任命・
配置し、各部門・会社内での法令遵守・コンプライアンスの徹底をはかるとともに、「コンプライ
アンス・リスクマネジメントリーダー会議」、「グループコンプライアンス・リスクマネジメント
リーダー会議」を開催し、情報の共有化と課題の把握、対策の実行を推進します。

� ③�当社独自の「自己点検システム」を導入し、毎年、各部門・グループ会社が、法令面、リスク面で
のセルフチェックを行います。また、自己点検結果を受けたうえで、法務・コンプライアンス・知
財センターで「法令監査」を各部門・グループ会社に対して実施するとともに、内部監査室による
業務監査の中で法令遵守についても確認します。

� ④�企業倫理相談窓口を設け、報告・通報を受けた法務・コンプライアンス・知財センターはその内容
を調査し、再発防止策を担当部門と協議のうえ、決定し、速やかな全社的措置を推進する体制を確
立します。

� ⑤�社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては、企業倫理ハンドブックで
も徹底のとおり、組織として、毅然とした態度で臨みます。

� ⑥�経営層、従業員層それぞれの層でのコンプライアンス教育、企業倫理教育などの定期・不定期での
実施と、その一層の充実をはかります。

� （当期における主な運用状況）
� ・�「企業倫理・リスクマネジメント委員会」を２回開催し、法令遵守に関する全社課題の共有と対策に
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ついて審議しました。また、「コンプライアンス・リスクマネジメントリーダー会議」を10回開催し、
法令遵守・コンプライアンス対策の徹底をはかりました。さらに、アジア・オセアニア域、欧州域、
米州域での「域内法務・コンプライアンス会議」を開催しました。

� ・�「自己点検システム」に基づき、各部門・グループ会社において、自己点検およびリスクアセスメン
トを実施し、その結果を「企業倫理・リスクマネジメント委員会」にて審議しました。

� ・�役員を対象とした人権研修、従業員を対象としたコンプライアンス研修等を行いました。

（2）取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理・開示に関する体制
� �　重要な会議、委員会等の議事録については、別途定める社内規程に基づき、保存年限を個別に定め

保存します。また、重要な情報の社外開示については、「情報開示委員会」にて重要開示情報の網羅性・
適正性の確保をはかり、アカウンタビリティの一層の充実をめざします。

� （当期における主な運用状況）
� ・取締役会等の重要な会議・委員会の議事録は、社内規程に基づき、保存しています。
� ・�「情報開示委員会」を四半期決算開示前に定期開催し、決算関連書類の記載内容の適切性について審

議しました。非財務情報など重要開示情報についても都度審議しました。

（3）損失の危険の管理に関する規程その他の体制
� �　業務を担当する取締役ならびに執行役員は、PL・品質、安全、生産・販売活動、災害等をはじめと

して、自らの担当領域について、グループ横断的にリスク管理の体制を構築する権限と責任を有しま
す。そのうえで、全社横断的リスクについて、リスクマネジメントを統括する企業倫理・コンプライ
アンス担当役員のもと、法務・コンプライアンス・知財センターが中心となって、リスクアセスメン
トに基づき、重要リスクを特定し、「企業倫理・リスクマネジメント委員会」で審議のうえ、リスク
対策を講じます。

� （当期における主な運用状況）
� ・�当期の重要リスクを、情報管理、PL・品質、経済安全保障、不正会計処理防止、海外危機管理、自

然災害対策、ハラスメント防止と定め、「企業倫理・リスクマネジメント委員会」にて審議し、それ
ぞれの対策を実行しました。

（4）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
� �　取締役を少人数化しての実質的な議論に基づく迅速な意思決定の確保と、それぞれの事業・地域・

機能において自律的な判断・決断による執行のスピードアップを狙いとする「執行役員制」により、
効率的な執行体制を確保します。

� �　グループのマネジメントシステム上の最高の審議機関として「最高経営会議」を設け、重要な経営
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方針・経営戦略について素早くタイムリーに方向付けし、課題解決のスピードアップをはかります。
取締役会規程・執行役員会規程・稟議規程をはじめとした社内規程に基づく、職務権限および意思決
定ルールにより、取締役ならびに執行役員の職務の執行が適正かつ効率的に行われる体制をとりま
す。独立性・中立性を持った外部の視点からの経営意思決定への参画、アドバイス・助言とともに、
取締役・執行役員の職務執行の効率性を高めるための牽制機能を期待し、当社と利害関係を有しない
社外取締役を常時４名以上在籍するようにします。

� （当期における主な運用状況）
� ・�取締役会を15回開催しました。社外取締役４名はほぼ全回出席し、経営課題について適切な指摘を

受けました。
� ・執行役員が参画する「執行役員会」を20回開催しました。
� ・�「最高経営会議」を３回開催し、戦略経営計画 “FUSION25” の重点テーマである冷媒事業、暖房

給湯事業、グローバル空調生産戦略について審議しました。

（5） 当該株式会社ならびにその親会社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための
体制

� �　当社およびグループ会社は、グループ全体の企業価値の向上をはかり、社会的責任を全うするため
に、グループ経営理念に基づいての行動をめざすとともに、グループ会社間の指揮・命令・意思疎通
の連携を密にし、指導・助言・評価を行いながらグループ全体としての業務の適正をはかります。取
締役会、執行役員会で意思決定した重要な事項については、インサイダー情報を除き、速やかなグ
ループ内への情報の共有化をはかり、意思統一された企業行動をめざすことで、納得性とともに、業
務の適正性確保をめざします。

� �　グループ会社に対する管理・支援等を行う管理責任部門を本社内に定め、日常業務のサポート等絶
えず連携をはかっての施策推進を行います。同時に、「グループ経営会議」を設け、グループベース
での情報の共有化、基本方針の浸透とグループ会社の課題解決の促進・支援を行います。

� �　また、子会社における重要な意思決定と実行にあたっては、2008年４月に改訂、より詳細化した
「関係会社管理規程」の定めに基づき、事前の相談・関与とともに、経営状況の定期的な把握を行う
ことに努めます。

� �　内部統制報告制度（金融商品取引法）に対応すべく、2005年８月より、「財務報告に係る内部統制
システムの整備・構築」に着手しており、グループ全体にわたっての財務報告に影響する業務プロセ
スの適正性を確保すべく体制の整備・構築をはかります。金融商品取引法第24条の４の４に規定する
内部統制報告書の有効かつ適切な提出のため、これまで構築してきた仕組みが適正に機能することを
継続的に評価し、必要な是正を行うとともに、金融商品取引法およびその他関係法令等との適合性を
継続的に確保します。また、内部統制報告制度とあわせ、2008年度に「グローバル経理規程」を策定、
グローバルレベルで周知し、経理・決算面での有効性・適正性の向上に努めます。
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� �　また、全社的に事業部門および子会社での経理機能の強化、経理財務本部による「会計監査」の実
施、内部監査室による「特別監査」の実施、各事業部門におけるセルフモニタリングの充実・強化、
および経理担当者の教育ならびに経理財務本部によるモニタリングの実施、さらには、法務・コンプ
ライアンス・知財センターによるコンプライアンスの重要性の発信機能強化など、信頼性のある財務
報告作成のための適切な仕組みを構築・強化します。

� （当期における主な運用状況）
� ・�取締役会および執行役員会の議事結果を各部門・会社へ通達し、全社課題に関する情報の共有化を

はかりました。
� ・�財務報告に係る内部統制の整備・運用状況について評価し、必要な是正を実施するとともに、その

内容を取締役会に報告しました。
� ・�会計処理の適切性を確認するために、「会計監査」、「特別監査」などを実施するとともに、「企業倫理・

リスクマネジメント委員会」にて取り組み状況を審議しました。

（6）監査役監査の実効性確保
� �　監査役は、取締役会のみならず執行役員会、技術・商品戦略会議にも出席し、報告を受けるととも

に、意見を述べる機会を確保します。同時に、監査の実効性を確保するため、経営、業績に影響を
及ぼす重要な事項については、監査役会が都度報告を受ける体制を整備します。一方、当社およびグ
ループ会社の取締役および役職員は、業務執行に関して監査役へ報告すべき事項は、速やかに適切な
報告を行います。また、当該報告を理由に不利益な扱いを行うことを禁止する旨を当社およびグルー
プ会社の役職員に周知します。

� �　監査役は、代表取締役、執行役員、監査法人とそれぞれ定期的に意見交換会を開催します。同時に、
各種の重要な会議に出席し、関係部署の調査、稟議書の確認などにより、その権限が支障なく行使で
きる社内体制をグループ全体に確立します。また、こうした体制を担保すべく、主要なグループ会社
については、監査責任者を任命し、情報の流れの円滑化に努めます。同時に、監査役は、定期的に監
査責任者を招集し、「グループ監査会議」を開催、情報の交換、監査手法の研鑽に努めます。また、
監査役の職務執行に必要な費用については、都度負担します。

� �　監査役の職務を補助する監査役スタッフを配置し、監査業務を補助する監査役室を設置しておりま
す。監査役室スタッフは監査役の指揮命令下で職務執行しており、人事異動、評価等については、監
査役会の意見を尊重します。

� （当期における主な運用状況）
� ・�監査役は、代表取締役と２回、取締役や執行役員と26回、監査法人と15回、意見交換会を行いま

した。また、国内外の主要なグループ会社の監査責任者とウェブによる「グループ監査会議」を開
催しました。
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科　目 当	期
2022年3月31日現在

前	期（ご参考）
2021年3月31日現在

資産の部
流動資産 2,165,623 1,733,361
現金及び預金 817,619 736,098
受取手形及び売掛金 ― 468,330
受取手形、売掛金及び契約資産 595,076 ―
商品及び製品 450,974 326,591
仕掛品 44,931 34,766
原材料及び貯蔵品 175,556 108,039
その他 98,392 72,608
貸倒引当金 △�16,928 △�13,074

固定資産 1,658,374 1,506,301
有形固定資産 743,364 647,410
建物及び構築物 302,601 270,455
機械装置及び運搬具 225,064 198,184
土地 64,665 58,879
リース資産 3,832 2,336
建設仮勘定 94,706 68,857
その他 52,493 48,697
無形固定資産 578,288 542,761
のれん 270,467 268,684
顧客関連資産 202,223 177,967
その他 105,596 96,109
投資その他の資産 336,722 316,129
投資有価証券 200,187 213,909
長期貸付金 668 1,151
繰延税金資産 41,345 31,692
退職給付に係る資産 26,332 19,959
その他 69,465 50,633
貸倒引当金 △�1,275 △�1,216

資産合計 3,823,998 3,239,662

科　目 当	期
2022年3月31日現在

前	期（ご参考）
2021年3月31日現在

負債の部
流動負債 1,306,239 765,984
支払手形及び買掛金 302,621 229,746
短期借入金 97,376 40,754
１年内償還予定の社債 30,000 10,000
１年内返済予定の長期借入金 334,528 66,278
リース債務 25,876 20,639
未払法人税等 36,745 20,756
役員賞与引当金 354 315
製品保証引当金 72,443 62,255
未払費用 206,002 153,898
その他 200,290 161,339

固定負債 509,649 775,182
社債 120,000 130,000
長期借入金 140,526 418,803
リース債務 76,508 64,736
繰延税金負債 121,353 118,605
退職給付に係る負債 16,116 14,539
その他 35,144 28,496

負債合計 1,815,888 1,541,167
純資産の部
株主資本 1,697,128 1,530,740
資本金 85,032 85,032
資本剰余金 83,834 84,214
利益剰余金 1,530,107 1,363,505
自己株式 △	1,846 △	2,012

その他の包括利益累計額 272,558 134,948
その他有価証券評価差額金 59,534 68,699
繰延ヘッジ損益 3,436 1,292
為替換算調整勘定 212,278 69,470
退職給付に係る調整累計額 △�2,691 △�4,513
新株予約権 2,546 2,019
非支配株主持分 35,876 30,787
純資産合計 2,008,109 1,698,495
負債純資産合計 3,823,998 3,239,662

連結貸借対照表
（単位：百万円）

※�百万円未満の端数は切捨てて表示している｡

連結計算書類
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科　目
当	期

2021年	4	月	1	日から
2022年	3	月31日まで

前	期（ご参考）
2020年	4	月	1	日から
2021年	3	月31日まで

売上高 3,109,106 2,493,386
売上原価 2,051,767 1,629,250
売上総利益 1,057,338 864,136
販売費及び一般管理費 740,987 625,513
営業利益 316,350 238,623
営業外収益 23,363 15,060
受取利息 8,186 6,482
受取配当金 4,702 4,214
持分法による投資利益 1,401 7
為替差益 4,492 547
補助金収入 2,192 1,392
その他 2,387 2,416

営業外費用 12,216 13,434
支払利息 8,824 8,791
その他 3,392 4,642

経常利益 327,496 240,248
特別利益 6,306 334
土地売却益 311 ―
投資有価証券売却益 5,749 325
関係会社出資金売却益 226 ―
関係会社清算益 18 0
新株予約権戻入益 ― 7
特別損失 5,746 2,039
固定資産処分損 581 1,207
土地売却損 65 115
投資有価証券売却損 ― 12
関係会社株式売却損 32 ―
投資有価証券評価損 307 472
関係会社清算損 ― 5
減損損失 3,667 225
災害による損失 1,091 ―
その他 0 1
税金等調整前当期純利益 328,056 238,543
法人税、住民税及び事業税 110,657 72,054
法人税等調整額 △�7,870 3,743
法人税等合計 102,786 75,797
当期純利益 225,269 162,746
非支配株主に帰属する当期純利益 7,560 6,496
親会社株主に帰属する当期純利益 217,709 156,249

連結損益計算書
（単位：百万円）

※�百万円未満の端数は切捨てて表示している｡
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株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 85,032 84,214 1,363,505 △	2,012 1,530,740
連結会計年度中の変動額
剰余金の配当 △�49,752 △�49,752
親会社株主に帰属する当期純利益 217,709 217,709
連結子会社の決算期変更に伴う増減 △�1,354 △�1,354
自己株式の取得 △�7 △�7
自己株式の処分 265 172 438
非支配株主との取引に係る親会社の持分変動 △�646 △646
株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額）
連結会計年度中の変動額合計 ― △	380 166,602 165 166,388

当期末残高 85,032 83,834 1,530,107 △	1,846 1,697,128

その他の包括利益累計額
新株
予約権

非支配
株主持分

純資産
合計

その他
有価証券
評価差額金

繰延
ヘッジ損益

為替換算
調整勘定

退職給付
に係る

調整累計額

その他の
包括利益
累計額合計

当期首残高 68,699 1,292 69,470 △	4,513 134,948 2,019 30,787 1,698,495
連結会計年度中の変動額
剰余金の配当 △�49,752
親会社株主に帰属する当期純利益 217,709
連結子会社の決算期変更に伴う増減 △�1,354
自己株式の取得 △�7
自己株式の処分 438
非支配株主との取引に係る親会社の持分変動 △�646
株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額） △�9,164 2,143 142,808 1,822 137,610 527 5,089 143,226

連結会計年度中の変動額合計 △	9,164 2,143 142,808 1,822 137,610 527 5,089 309,614
当期末残高 59,534 3,436 212,278 △	2,691 272,558 2,546 35,876 2,008,109

連結株主資本等変動計算書（2021年４月１日から2022年３月31日まで）

※�百万円未満の端数は切捨てて表示している。

（単位：百万円）
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区　分
当	期

2021年	4	月	1	日から
2022年	3	月31日まで

前	期
2020年	4	月	1	日から
2021年	3	月31日まで

Ⅰ　	営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益 328,056 238,543
減価償却費 115,378 103,543
減損損失 3,667 225
のれん償却額 32,684 30,050
受取利息及び受取配当金 △� 12,888 △� 10,696
支払利息 8,824 8,791
持分法による投資損益（△は益） △� 1,401 △� 7
投資有価証券売却損益（△は益） △� 5,749 △� 313
投資有価証券評価損益（△は益） 307 472
売上債権の増減額（△は増加） △� 76,684 △� 1,025
棚卸資産の増減額（△は増加） △�151,026 △� 7,747
仕入債務の増減額（△は減少） 45,539 25,036
未払金の増減額（△は減少） 10,097 19,617
未払費用の増減額（△は減少） 34,086 6,448
その他 6,753 28,118

小　　計 337,646 441,057
法人税等の支払額 △� 96,736 △� 67,588
その他 4,161 1,221
営業活動によるキャッシュ・フロー 245,071 374,691

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出 △�114,106 △�104,971
投資有価証券の取得による支出 △� 1,593 △� 1,828
投資有価証券の売却による収入 8,883 606
事業譲受による支出 △� 2,379 △� 345
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 △� 14,500 △� 15,263
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 △� 28,229 △� 13,307
定期預金の増減額（△は増加） △� 14,185 △� 17,957
その他 △� 14,678 △� 6,599
投資活動によるキャッシュ・フロー △�180,789 △�159,666

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少） 57,048 △� 9,252
長期借入れによる収入 48,460 243,392
長期借入金の返済による支出 △� 79,575 △�105,903
社債の発行による収入 19,909 49,824
社債の償還による支出 △� 10,000 ―
配当金の支払額 △� 49,746 △� 46,721
リース債務の返済による支出 △� 27,507 △� 28,085
その他 △� 7,286 △� 4,312
財務活動によるキャッシュ・フロー △� 48,698 98,942

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 41,538 27,207
Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 57,122 341,173
Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 662,267 321,151
Ⅶ　	連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の
増減額（△は減少） △� 1,586 △� 58

Ⅷ　現金及び現金同等物の期末残高 717,802 662,267

連結キャッシュ・フロー計算書（ご参考）
（単位：百万円）

※�百万円未満の端数は切捨てて表示している。
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科　目 当	期
2022年3月31日現在

前	期（ご参考）
2021年3月31日現在

負債の部
流動負債 626,389 285,469
支払手形 4,008 3,580
買掛金 52,534 45,363
短期借入金 63,038 38,702
１年内償還予定の社債 30,000 10,000
１年内返済予定の長期借入金 323,627 53,238
リース債務 358 398
未払金 23,894 24,368
未払費用 12,092 10,912
未払法人税等 16,274 7,385
前受金 ― 1,307
契約負債 1,585 ―
預り金 81,689 73,254
役員賞与引当金 354 315
製品保証引当金 5,745 5,397
設備関係支払手形 1,120 956
設備関係未払金 8,983 9,350
その他 1,080 937
固定負債 166,926 473,380
社債 120,000 130,000
長期借入金 38,207 327,978
リース債務 462 544
長期未払金 259 275
退職給付引当金 2,380 1,991
繰延税金負債 5,105 12,462
その他 511 127
負債合計 793,316 758,850

純資産の部
株主資本 958,698 854,219
資本金 85,032 85,032
資本剰余金 85,808 85,542
資本準備金 82,977 82,977
その他資本剰余金 2,830 2,564
自己株式処分差益 2,830 2,564
利益剰余金 789,696 685,648
利益準備金 6,066 6,066
その他利益剰余金 783,630 679,582
固定資産圧縮積立金� 3,853 3,860
特定株式取得積立金� 104 86
別途積立金� 146,210 146,210
繰越利益剰余金� 633,462 529,425
自己株式 △	1,838 △	2,004
評価・換算差額等 59,958 67,922
その他有価証券評価差額金 58,931 67,833
繰延ヘッジ損益 1,026 88
新株予約権 2,546 2,019
純資産合計 1,021,203 924,161
負債純資産合計 1,814,520 1,683,011

貸借対照表
（単位：百万円）

※�百万円未満の端数は切捨てて表示している｡�

科　目 当	期
2022年3月31日現在

前	期（ご参考）
2021年3月31日現在

資産の部
流動資産 669,409 560,083
現金及び預金 287,602 266,683
受取手形 1,085 831
売掛金 126,496 83,401
商品及び製品 57,099 47,191
仕掛品 15,848 13,076
原材料及び貯蔵品 17,573 13,352
前払費用 2,891 2,329
短期貸付金 93,593 93,942
未収入金 16,771 15,472
その他 50,446 23,802
貸倒引当金 △�1 △�1
固定資産 1,145,111 1,122,928
有形固定資産 164,103 157,200
建物 62,272 63,712
構築物 6,697 6,984
機械及び装置 46,842 43,403
車両運搬具 83 87
工具、器具及び備品 13,102 12,313
土地 24,407 24,458
リース資産 745 862
建設仮勘定 9,951 5,377
無形固定資産 4,795 2,150
特許権等 4,795 2,150
投資その他の資産 976,211 963,577
投資有価証券 189,634 204,197
関係会社株式 623,361 577,297
関係会社出資金 107,299 108,671
関係会社長期貸付金 34,806 55,156
長期貸付金 171 180
長期前払費用 33 102
前払年金費用 14,502 12,340
差入保証金 5,607 4,236
その他 1,238 1,838
貸倒引当金 △�443 △�443
資産合計 1,814,520 1,683,011

計算書類
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科　目
当	期

2021年	4	月	1	日から
2022年	3	月31日まで

前	期（ご参考）
2020年	4	月	1	日から
2021年	3	月31日まで

売上高 681,899 563,243
売上原価 469,234 391,070
売上総利益 212,664 172,173
販売費及び一般管理費 152,616 136,497
営業利益 60,048 35,675
営業外収益 115,077 71,528
受取利息 1,562 2,139
有価証券利息 20 19
受取配当金 108,018 68,040
為替差益 4,615 274
その他 860 1,054

営業外費用 4,419 6,531
支払利息 2,409 3,548
社債利息 570 571
デリバティブ評価損 589 ―
売上割引 ― 199
その他 850 2,211

経常利益 170,705 100,673
特別利益 6,065 768
投資有価証券売却益 5,568 325
関係会社出資金売却益 496 ―
関係会社清算益 ― 434
新株予約権戻入益 ― 7

特別損失 518 673
固定資産処分損 186 181
土地売却損 25 ―
投資有価証券売却損 ― 12
投資有価証券評価損 307 472
関係会社清算損 ― 5
その他 0 1

税引前当期純利益 176,252 100,768
法人税、住民税及び事業税 26,632 13,636
法人税等調整額 △�4,180 △�588
当期純利益 153,800 87,720

損益計算書
（単位：百万円）

※�百万円未満の端数は切捨てて表示している｡
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株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本
準備金

その他資本
剰余金 資本

剰余金
合計

利益
準備金

その他利益剰余金 利益
剰余金
合計自己株式

処分差益
固定資産
圧縮積立金

特定株式
取得積立金

別途
積立金

繰越利益
剰余金

当期首残高 85,032 82,977 2,564 85,542 6,066 3,860 86 146,210 529,425 685,648
事業年度中の変動額 � � � � � � � � � �
剰余金の配当 △�49,752 △�49,752
固定資産圧縮積立金の取崩 △�6 6 ―
特定株式取得積立金の積立 17 △�17 ―
当期純利益 153,800 153,800
自己株式の取得
自己株式の処分 265 265
株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額）
事業年度中の変動額合計 ― ― 265 265 ― △	6 17 ― 104,036 104,047

当期末残高 85,032 82,977 2,830 85,808 6,066 3,853 104 146,210 633,462 789,696

株主資本等変動計算書（2021年４月１日から2022年３月31日まで）

株主資本 評価・換算差額等
新株予約権 純資産合計

自己株式 株主資本
合計

その他
有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

評価・換算
差額等合計

当期首残高 △	2,004 854,219 67,833 88 67,922 2,019 924,161
事業年度中の変動額 � � � � � � �
剰余金の配当 △�49,752 △�49,752
固定資産圧縮積立金の取崩 ― ―
特定株式取得積立金の積立 ― ―
当期純利益 153,800 153,800
自己株式の取得 △�6 △�6 　 　 　 　 △�6
自己株式の処分 172 438 438
株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額） △�8,902 938 △�7,964 527 △�7,437

事業年度中の変動額合計 166 104,479 △	8,902 938 △	7,964 527 97,042
当期末残高 △	1,838 958,698 58,931 1,026 59,958 2,546 1,021,203

※�百万円未満の端数は切捨てて表示している。

（単位：百万円）
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書　謄本

独立監査人の監査報告書
2022年５月９日

ダイキン工業株式会社
　取�締�役�会　御中　

有限責任監査法人�トーマツ
　　　　　　　　大　阪　事　務　所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 北　村　嘉　章
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 河　津　誠　司
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 伊　藤　　　穣

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、ダイキン工業株式会社の2021年４月１日から2022年３
月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計
算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
ダイキン工業株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、
全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準に
おける当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が
国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他
の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断
している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示す
ることにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取
締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその
他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の
記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、
また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を
報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し

監査報告書
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適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚
偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意
見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結
計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門
家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・�　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監
査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる
十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・�　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討
する。
・�　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・�　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認めら
れるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において
連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切
でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監
査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
できなくなる可能性がある。
・�　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書
類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・�　連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査
証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、
単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するために
セーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
はない。

� 以　上
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計算書類に係る会計監査人の監査報告書　謄本

独立監査人の監査報告書
2022年５月９日

ダイキン工業株式会社
　取�締�役�会　御中　

有限責任監査法人�トーマツ
　　　　　　　　大　阪　事　務　所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 北　村　嘉　章
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 河　津　誠　司
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 伊　藤　　　穣

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、ダイキン工業株式会社の2021年４月１日から
2022年３月31日までの第119期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算
書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準に
おける当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国
における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を
果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示す
ることにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取
締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他
の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記
載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、ま
た、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を
報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適
正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示す
るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるか
どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を
開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽
表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を
表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類
等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門
家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・�　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監
査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる
十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・�　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
る。
・�　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・�　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠
に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計
算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない
場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく
なる可能性がある。
・�　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基
礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するために
セーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

� 以　上
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監査役会の監査報告書　謄本

監�査�報�告�書
当監査役会は、2021年４月１日から2022年３月31日までの第119期事業年度の取締役の職務執行に関して、監
査役が作成した監査役監査報告に基づき、審議のうえ、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（1）�監査役会は、当期の監査方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施の状況及び結果について報告を

受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求
めました。

（2）�各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に基づき、当期の監査方針、監査計画等に従い、取締役、
内部監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査環境の整備に努めるとともに、以下の
方法で監査を実施しました。

　①　�取締役会その他重要な会議に出席するほか、取締役等からその職務の執行状況について報告を受け、随時
説明を求めるとともに、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況
を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換
を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

　②　�事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その
他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行
規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整
備されている体制（内部統制システム）の状況を監視及び検証いたしました。

　③　�会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会
計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査
人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」を、「監査に関する品質管理基準」（2005
年10月28日企業会計審議会）等に従って整備・運用している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めま
した。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、連結計算書類（連結貸借対照表、連結
損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）並びに計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討いたしました。

60

招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告
書

010_0352601102206.indd   60010_0352601102206.indd   60 2022/05/20   15:31:112022/05/20   15:31:11



２．監査の結果
（1）事業報告等の監査結果
　①　�事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
　②　�取締役の職務執行に関しては、子会社に関する職務も含め、不正の行為または法令もしくは定款に違反す

る重大な事実は認められません。
　③　�内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに

関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。
（2）連結計算書類の監査結果
　　会計監査人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
（3）計算書類及びその附属明細書の監査結果
　　会計監査人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

　2022年５月10日

ダイキン工業株式会社　監査役会
社 外 監 査 役 矢 野 　 龍 ㊞
社 外 監 査 役 長 島 　 徹 ㊞
監査役（常勤） 植 松 弘 成 ㊞
監査役（常勤） 多 森 久 夫 ㊞

以　上
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ダイキン工業株式会社　株主総会会場ご案内図

毎日放送
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大阪市北区茶屋町19番19号
４階「紫苑の間｣
TEL：（06）6377-2100

会場外観

ホテル阪急
インターナショナル

新型コロナウイルス感染拡大防止に関わる対応について
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、株主のみなさまにおかれましては、以下につきご理解、ご協力くださいますよう、何卒宜し
くお願い申しあげます。
○�可能な限り、株主総会当日のご来場はお控えいただき、書面（議決権行使書）または電磁的方法（インターネット等）による事前の
議決権行使をお願い申しあげます。

○�お土産のご用意は取りやめさせていただきます。
○�株主総会当日は、会場や運営面におきまして感染拡大防止策を実施させていただきます。
○�ご来場の株主様は、株主総会当日までの感染拡大状況や当日のご自身の体調を十分お確かめのうえ、マスクの着用・手指の消毒・検
温など感染拡大防止にご配慮・ご協力をお願い申しあげます。

○�新型コロナウイルス感染拡大の状況次第では、やむなく会場や開始時刻が変更となる場合があります。その場合は、インターネット
上の当社ウェブサイト（�https://www.daikin.co.jp/investor/�）に掲載いたします。

経路 A ：JR 大阪駅（御堂筋口または南口）より徒歩約10分
経路 B ：阪急 大阪梅田駅（茶屋町口）より徒歩約３分
経路 C ：地下鉄御堂筋線 中津駅（4番出口）より徒歩約５分

交通のご案内

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

環境に配慮したFSC®
認証紙と植物油インキを
使用しています。
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